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午前９時30分 開会 

 

〇委員長（中川敦司君） 

皆様おはようございます。 

ただいまの出席委員は６名でございます。 

定足数に達しておりますので、総務建設常

任委員会を開会いたします。 

新型コロナウイルス感染症対策で、委員間

の距離をとるため、通常の席から変更をして

おります。 

皆様には、マスクの着用をしていただいて

おりますが、発言の際にも、マスクを着用の

ままでお願いをいたします。 

また、傍聴につきましては、スペースの関

係上、第１会議室にて、音声傍聴の形をとら

せていただきますので、御了承お願いいたし

ます。 

そうしましたら座って議事を進めさせてい

ただきます。 

まず初めに、委員会の開会に当たりまして、

町長より挨拶がございます。 

塩川町長。 

〇町長（塩川恒敏君） 

皆さん、おはようございます。 

総務建設常任委員会、開会に当たりまして

御挨拶申し上げます。 

委員各位におかれましては、本当にお忙し

い中、そして昨日に引き続き、委員会の開催

でございます。 

お疲れのところと思いますけれども、どう

ぞよろしくお願いを申し上げます。 

常任委員会に付託されました案件につきま

して、丁寧に御説明をさせていただき、慎重

に御審査いただきますように、どうぞよろし

くお願いを申し上げます。 

簡単ではございますけれども、開会の御挨

拶とさせていただきます。 

ありがとうございます。 

〇委員長（中川敦司君） 

それではこれより本日の会議を開きます。 

本日の審査事項は、御手元に配付のとおり

でございます。 

まず１番目ですね、令和４年６月定例会議、

付託案件についてを議題といたします。 

第26号議案、和解についてを議題といたし

ます。 

提案理由の説明を求めます。 

田中都市計画課長。 

〇都市計画課長（田中克生君） 

はい、おはようございます、都市計画課、

田中です。 

それでは、第26号議案について、６月３日

の全員協議会にて、28年前からの経過を御説

明させていただきましたが、いま一度、経過

書、位置図、それから境界確定図としてお配

りしている資料をもとに御説明させていただ

きます。 

場所につきましては、位置図で赤線で図示

している箇所となります。 

平成６年度まで遡りますが、水道管布設工

事を実施するに当たり、当時の地権者に対し、

工事の概略説明と、用地買収の協力依頼を行

い、用地買収協力の回答を得たことから、同

年10月19日に工事着工し、平成８年３月25日

に、地権者と用地売買契約を締結しておりま

す。 

しかしながら、用地の価格交渉については、

工事着手後に交渉することになり、最終的に

は地権者と土地価格の折り合いがつかず、町

の予算の範囲内で地権者の提示した、用地価

格による用地買収としたため、維持管理用の

通路の中に未買収用地が残り、未買収用地の

ところどころに水道管が埋設されている状況

となりました。 

詳しくは、資料の境界確定図を御覧くださ

い。 

境界確定図の中で、用地買収できた範囲は、

黄色で示している範囲となります。 
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また、逆に、未買収用地については、青色

で示している範囲となります。 

また、水道管を布設した場所は、木代低区

配水池の維持管理用通路として、買収用地と

未買収用地が混在しておりますが、地権者と

の口約束で、点検等に係る町職員の通過につ

いては、了承を得ていたところです。 

その後、この工事については、平成８年度

に完了となり、平成25年度までは、地権者と

交わした約束の条件で、維持管理用通路とし

て使用させていただいたところですが、平成

26年度に、地権者の代理人から、未買収用地

について整理をしたいとの申し出があり、町

と代理人との間で協議が始まりました。 

平成29年度の協議の中では、境界の明示に

ついて、町のほうで行うことで合意が得られ

ました。 

しかし、土地価格については、土地鑑定を

行い決定することなどを伝え進めてきました

が、代理人との折り合いがつかないまま、平

成30年度に当時の町長がお亡くなりになり解

決することができなくなったこと、また、平

成31年４月１日より、この件は、大阪広域水

道企業団が引き継ぐことになったことを代理

人に伝え、水道企業団と代理人とで交渉を開

始したところであります。 

しかしながら、水道企業団が考える買収価

格と代理人の希望額にかなりの隔たりがある

ため、協議が進まず、膠着状態が続きました。 

そのような状況の中、令和元年度に代理人

が町に対して、水道企業団との用地問題を早

期に解決させるよう強く要望されたこともあ

り、本件についての交渉に対して、水道企業

団と代理人の協議の中に町も入り、三者で進

めることになります。 

令和３年度に入り、今まで維持管理用通路

として使用してきたことに対する使用料を支

払う義務があるのか、顧問弁護士のほうへ相

談した結果、使用料を支払うのであれば、企

業団と足並みをそろえることとし、使用料に

ついては、遡及して10年までが対象になるた

め、町の水道事業については、平成31年４月

１日より水道企業団へ引き継がれていること

から、水道企業団側で３年、町側で７年の使

用料を支払うことで調整を行いました。 

また、水道企業団が実施した土地鑑定が定

まったことから、土地価格及び土地使用料に

ついて、代理人から同意する旨の返事をいた

だいたところであります。 

少し長くなりましたが、経過の説明は以上

になります。 

そのため、第26号議案については、和解に

ついて、個人が所有する土地を町が使用して

いたことに関し、地方自治法第96条第１項第

12号の規定により、議会の議決を求めるもの

でございます。 

１の和解の相手方は、議案書に記載のとお

りでございます。 

２の事案の概要は、個人が所有する土地に

町が水道を布設し、及び維持管理用通路とし

て使用するため、当該土地を買収することと

しましたが、土地の売買価格について土地の

所有者と合意できず、一部の土地は、町に所

有権移転ができないまま町が使用していた当

該土地について、相手方と協議し、和解しよ

うとするものであります。 

３の和解の内容では、(１)として、土地の

所有者の相続人、その代理人で現在の土地所

有者及び町は、町が、平成24年４月１日から

平成31年３月31日までの間、次の土地776.32

平米を使用していたことを認めることとし、

(２)として、町は、土地の所有者の相続人に

対し、土地の使用料として、105万6,210円を

支払うものであります。 

また、(３)として、町は、土地の使用料に

ついて、土地の所有者の相続人の請求に基づ

き、請求があった日から30日以内に、土地の

所有者の相続人の指定する口座に送金するも
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のであります。 

最後に(４)として、土地の所有者の相続人、

その代理人で現在の土地の所有者及び町は、

本和解で定めるもののほか、本件に関し何ら

債権債務が存在しないことを相互に確認する

ものであります。 

説明は以上でございます。 

御審議いただき、御決定くださいますよう

よろしくお願いいたします。 

〇委員長（中川敦司君） 

はい、ではこれより本件に対する質疑を行

います。 

はい、管野委員。 

〇委員（管野英美子君） 

おはようございます。管野です。 

そしたら、この今のこの通路っていうかこ

の土地は、今は水道企業団のものという理解

でよろしいですか。 

〇委員長（中川敦司君） 

はい、田中都市計画課長。 

〇都市計画課長（田中克生君） 

はい、都市計画課、田中です。 

境界確定図を御覧になっていただきたいん

ですけども、今現在黄色に塗られているとこ

ろが水道企業団の土地になっておりまして、

今回、青色で塗っている箇所を水道企業団が

土地鑑定に基づき購入する形で、地権者のほ

うと交渉を進めているところでございます。 

以上です。 

〇委員長（中川敦司君） 

はい、管野委員。 

〇委員（管野英美子君） 

購入するまではまだ借りているということ

で、水道企業団はこれからも使用料を払わな

いといけないということですか。 

〇委員長（中川敦司君） 

田中都市計画課長。 

〇都市計画課長（田中克生君） 

はい、都市計画課、田中です。 

その件につきましては、令和４年３月31日

を末日としまして、そこから今現在に至るま

では、交渉しているということで一応地権者

のほうの了解は得ておりまして、使用料を支

払うというところの線引きは、令和４年３月

31日までということで、話をしているところ

でございます。 

以上です。 

〇委員長（中川敦司君） 

はい、管野委員。 

〇委員（管野英美子君） 

これはここで聞くことじゃないかもしれな

いですけども、この土地を買ったら、水道料

金にはね返ってくるっていうことですか。 

〇委員長（中川敦司君） 

田中都市計画課長。 

〇都市計画課長（田中克生君） 

はい、都市計画課、田中です。 

御質問の件について、そのようなことはち

ょっと水道企業団のほうから、リンクづけと

いうか説明を受けておりませんので、ちょっ

とわからないです。 

申し訳ありません。 

〇委員長（中川敦司君） 

管野委員。 

〇委員（管野英美子君） 

すいません、それはまた６月16日にお話伺

います。一旦これで。 

〇委員長（中川敦司君） 

ほか皆さんよろしいですか。 

川上委員。 

〇委員（川上 勲君） 

この赤線は里道ですよね、赤線は。ところ

が里道いうのは、明示しとったら別やけども、

明示しなかったらね、現状が里道という認識

ですわ。 

ということはね、左の端から90度に曲っと

るとこまでは、黄色と青の全体が里道やとい

う認識やったらね、買収する必要ないし、そ
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れから、また、ずっと行って戻ってきて、次

のとこの青と赤と黄色と混ざっとるとこも、

現状は明示してなかったら、現状の道路幅や

から、買収も何もする、里道やからする必要

ない、ということですよね。 

で、そこから先にこの黄色と青があんのは、

ちょっと、おかしいと思うねんけども、水道

管入っとる場所は、黄色に入ってんのとちゃ

いまんのか。それとも青に入ってまんのか。 

それちょっとお聞きしたいんやけどね。そ

の２点。 

〇委員長（中川敦司君） 

坂田都市建設部長。 

〇都市建設部長（坂田朗夫君） 

はい、おはようございます。 

都市建設部の坂田です。 

２点御質問あったと思います。 

まず、里道の関係なんですが、こちらにつ

いては、昨年度にもう明示を終わっておると

いうところです。企業団さんのほうがやって

おると。で、その明示の際にですね、ちょう

ど90度に曲がって左側のほうで90度に曲がっ

ているところ、地番でいくと172の３と書い

てある、公図がちょうどその172の３を、外

側を回ってるような形で、里道が存在すると

いうところでしたので、昨年度の明示でも、

それを公図に従って、明示のほうを進めてい

ったと。 

で、企業団さんのほうの明示にはなるんで

すが、地権者とのお話の中で、先生言うとお

り全体を里道にするというパターンもあるん

ですが、その協議の中で３尺の91センチとい

う形での明示をされたというところでこうい

うふうになったということです。 

それから２点目なんですが、右側のほうの

青と黄色のほうの、里道がないところの部分

ですね、水道管が黄色のほうにあるんかとい

うことなんですが、当初は簡易水道時点のと

きは、送水管配水管、そういう形で通ってお

ったんですが、さらに水道を一元化して府営

水道を入れたときに、また管を入れたりして

おりますので、それでまた青の箇所にもちょ

っと水道管が入っておるというところでござ

います。 

〇委員長（中川敦司君） 

はい、川上委員。 

〇委員（川上 勲君） 

買収したら、町道なるんですか、それとも

水道企業団の持ち物になるんですか、どっち

なんねやろ。 

〇委員長（中川敦司君） 

田中都市計画課長。 

〇都市計画課長（田中克生君） 

はい、都市計画課、田中です。 

現在町道には認定されておりませんでして、

買収の後は、企業団の管理用通路という位置

づけになろうかと思います。 

〇委員長（中川敦司君） 

川上委員。 

〇委員（川上 勲君） 

ならばね、左側の上のほうには、これ、住

宅やね。 

この住宅はどっから入るんでっか。 

〇委員長（中川敦司君） 

田中都市計画課長。 

〇都市計画課長（田中克生君） 

はい、都市計画課、田中です。 

この左上ですかね、上にある住宅のほうに

つきましては、現在町道のほうに接道してお

りますので、町道のほうから出入りできるか

と。 

    （発言する者あり） 

〇都市計画課長（田中克生君） 

今回買収する道路のほうにつきましては、

企業団さんのほうの管理用通路ということに

なるんですけども、特に門扉とかで施錠する

わけではなくて、開放の通路というふうに聞

いておりますので、正直左上の家のほうの出
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入りが、私の記憶では、町道に面したところ

から出入りできていたはずという、ちょっと

記憶しかなくてですね。 

〇委員長（中川敦司君） 

川上委員、今まだ答弁の途中やけども。い

いですか。 

では、川上委員。 

〇委員（川上 勲君） 

私の記憶はね、この、はじめ黄色、次、青、

青ぐらいのとっから出入りは確かしてたはず

なんですよね、これ浦上の家やろ、これ。だ

からね、里道いうか、水道工事の現状はね、

この幅の現状やったはずですわ。 

だから今さら買収する必要はないけども、

明示のときにこの赤線の範囲内で明示したい

うことは大きな間違いであって、これ以後の

ことはしゃあないなと。諦めなしゃあないな

いうことやと思いまっさけ、よろしく。 

〇委員長（中川敦司君） 

今のは別にいいんですね、もうね。 

ほか、いいですか。 

   （「なし」の声あり） 

〇委員長（中川敦司君） 

ちょっとあの、１点よろしいか。 

先ほど、この青色と黄色の色の違いの話を

されてましたよね。黄色が、既に購入済みと

いうことで、もともと、この黄色のところに、

管が入るためにここだけは先に購入ができた

けれども、その後、府の水道を引いてくるこ

とによって、さらに、ブルーのとこにも管を

引かなあかんことになったので、ブルーをさ

らに買収しなければならなくなったという、

そういうふうなステップなんでしょうか。 

坂田都市建設部長。 

〇都市建設部長（坂田朗夫君） 

都市建設部の坂田です。 

現在、管何本入ってるかちょっと記憶ない

んですけど、４本ぐらいはもう入っているか

と思います。 

当初は、送水管と受水管で２本は入ってた、

当初簡易水道の時点ですね、平成７年８年度

の当時、ちょうど私担当してたんですけども、

水道おったんで。 

そのあと、府営水道導入するに当たって、

また、大きな管をちょっと入れることになっ

たんでそれでまた入れたというのが、青の場

所になるかと思います。 

〇委員長（中川敦司君） 

ということは、当初大阪府の水を引っ張っ

てくるまでの部分については、ほとんど、丸

く収まってたというふうに考えておいたらい

いんですか。 

坂田都市建設部長。 

〇都市建設部長（坂田朗夫君） 

はい、都市建設部の坂田です。 

委員おっしゃるとおり、そういう形には近

いかなと思いますけども、ちょっとそこで現

所有者の方が、ちょっと登場してから、ちょ

っと土地の整理をしたいということで、代理

人という形で当初は登場されたんですが、今

後のこともあるので、今の代のときに、土地

のほうの整理をしたいということで多分代理

人のほうにお話があって、それで代表代理人

という形で、企業団とですね、当時は町です

けども、お話をされたのかなと考えておりま

す。 

〇委員長（中川敦司君） 

そうしましたら、このもとから買収ができ

ておった黄色のエリアと、それから今回ね、

買収することになるのかなブルーのエリアで

すかね。そこについてはもともとの所有者は、

同じ人やったということでいいんですか。そ

れとも、全然別な人やったという意味ではな

い同一の方の所有の土地だったと考えておい

たらいいんですか。 

田中都市計画課長。 

〇都市計画課長（田中克生君） 

都市計画課、田中です。 
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お一人の方の、同一の地権者でございます。 

〇委員長（中川敦司君） 

ほかよろしいですか。 

秋元委員。 

〇委員（秋元美智子君） 

確認さしてほしいんですけど、この問題っ

ていうのは、いろいろと地権者と土地の金額

が合わないとかいろいろあったんですけど、

実際は、平成26年ですか、地権者のほうから

ちゃんとしてほしいって話が出てきたのは。 

で、そのときそのあとに府営水に移管する

ときに、この話出てましたっけ。そういう問

題があって、企業団のほうに一緒に引き継い

でいったのかな。 

ちょっとその認識がないもんですから、そ

ういう説明があったかどうか、ちょっと確認

させていただきたいんですが。 

〇委員長（中川敦司君） 

田中都市計画課長。 

〇都市計画課長（田中克生君） 

はい、都市計画課、田中です。 

25年までは、口約束のルールで、なんら問

題なく使用させていただいていたところなん

ですけど、先ほど部長が答弁したように、26

年度から、ちょっと代理人の方が登場してか

ら、企業団に移管される、水道事業が移管さ

れる間、その間は町が所有なんですけど、特

にこういう議題といいますか、いうお話はな

かったです。 

以上です。 

〇委員長（中川敦司君） 

秋元委員。 

〇委員（秋元美智子君） 

私自身この話は聞いたことなかったもので

すから、町として議会かなんかにこの話の説

明あったかしらと、府営水に移管する前に。 

〇委員長（中川敦司君） 

坂田都市建設部長。 

〇都市建設部長（坂田朗夫君） 

はい、都市建設部の坂田です。 

今現在、我々こういう形で御説明しており

ますけども、全部解決というか了承を得られ

たので、こういう説明をしてます。 

ですので、26年27年28年については、30年

までなんですが、まだ交渉途中でどう転ぶか

わからないというところがございましたので、

恐らく、こういう議会での説明というのはな

かったかと思います。 

〇委員長（中川敦司君） 

秋元委員。 

〇委員（秋元美智子君） 

ていうことは、今回議会通るだろうという

前提ですよね、これ出てきたの。 

私ね、さっき川上委員の話を聞いていて、

もうちょっと前もって言ってれば、いろんな

形があったんじゃないかなと。それはちょっ

と残念だなと思って聞いてんですが、一切な

かったですよ、いつもこうでしたっけ。 

   （発言する者あり） 

〇委員（秋元美智子君） 

っていうね、それだったら、ちょっと、ま

たあそこの前の戸知山じゃないけど、ムっと

くるもんがあるんでね。反対しましょうかと

思うけども、そうもいかないしね、実際。町

としてはもう通る前提で、議会も通るだろう

という前提で出されている。 

ただやり方としてはね。もうちょっと考え

ていただきたいなというのがあります。 

いかがですか。 

〇委員長（中川敦司君） 

田中都市計画課長。 

〇都市計画課長（田中克生君） 

都市計画課、田中です。 

先ほど部長が答弁したあと重複するところ

もあるんですけども、この問題が起きてから

ですね、どういう形が一番いいのかとかいう

のをちょっといろいろ調整していった中で、

使用料を支払う、支払わない等々、いろいろ



 

7 

方法はございましたけども、法務相談、顧問

弁護士の先生のほうにも御相談した結果です

ね、企業団と足並みをそろえるべきという、

御指示がございましたので、その支払うので

あれば、時効は何年なんだとか、いうような

ところをちょっと調整させていただいて、10

年のうち３年が水道企業団、町が７年分とい

うことで、それを鑑定料に基づいて算出して、

何とか地権者の了解を得たということで、今

回議会のほうに諮らせてもらっているところ

であります。 

以上です。 

〇委員長（中川敦司君） 

秋元委員。 

〇委員（秋元美智子君） 

これはこれでわかりました。 

同じような、ちょっと口約束で借りてます。

何か建てました。 

今後ちょっとこういう問題が起きそうだと

いうようなとこは、もうないですよね。もう

ないですよね、ちょっと確認しますけど。 

〇委員長（中川敦司君） 

田中都市計画課長。 

〇都市計画課長（田中克生君） 

都市計画課、田中です。 

秋元委員の御質問ちょっと幅広くて、例え

ば道路とか下水とか、いろいろな分野がある

と思います。 

で、全員協議会のほうでもちょっとお答え

したかと思うんですけど、今現在水道のほう

にですね、同じようなところはもうないのか

というところで、聞き取りはしました。お答

えのほうは、基本的にはこういった例はない

というふうに聞いておるところです。 

で、都市計画のほうが管理してる下水道に

つきましては基本的には町道とか里道などの

公の道に埋設しておりますので、こういった

例は非常に少ないのかなというふうには思っ

ているところです。 

以上です。 

〇委員長（中川敦司君） 

秋元委員。 

〇委員（秋元美智子君） 

やっぱりね、きちっとね、しとかないとま

ずいと思うんですね。今は相手の方がね、黙

っているからいいやみたいな感じでね、時間

的に流していくのも問題なので、やっぱり町

全体として、どこにどういう問題があるかき

ちっと洗い出していただきたいし、川上委員

のいくらでもあるって言ってるんでね。ちょ

っとそれも聞き捨てならないけど。 

   （発言する者あり） 

〇委員（秋元美智子君） 

後から後からこういうことになってくると

ね、ちょっと町の信用にも関わってくると思

いますので、これは要望です。 

〇委員長（中川敦司君） 

ほかよろしいですか。 

ないですか。 

   （「なし」の声あり） 

〇委員長（中川敦司君） 

じゃ、質疑を終結いたします。 

これより討論を行います。 

ありませんか。 

   （「なし」の声あり） 

〇委員長（中川敦司君） 

討論なしということですので討論を終結い

たします。 

これより採決を行います。 

本件は原案のとおり可決と認めることに賛

成の方は挙手をお願いいたします。 

    （全員挙手） 

〇委員長（中川敦司君） 

はい、挙手全員ですね。 

よって、第26号議案は原案のとおり可決さ

れました。 

次に、第27号議案、令和４年度豊能町一般

会計補正予算（第２回）の件（関係部分のみ）
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を議題といたします。 

提案理由の説明を求めます。 

はい、山内行財政課長。 

〇行財政課長（山内拓君） 

おはようございます。 

行財政課、山内です。 

よろしくお願いいたします。 

それでは、第27号議案、令和４年度豊能町

一般会計補正予算(第２回)につきまして、関

係部分に係る提案理由の説明を申し上げます。 

最初に歳出について説明申し上げます。 

御手元の補正予算書13ページを御覧くださ

い。款２総務費、項１総務管理費、目１一般

管理費の７、基金管理事業でございますが、

歳入で御説明申し上げます、ふるさと寄附金

を積み立てるものでございます。 

〇委員長（中川敦司君） 

田中まちづくり創造課長。 

〇まちづくり創造課長（田中久志君） 

はい、おはようございます。 

まちづくり創造課の田中です。 

それでは、まちづくり創造課関係の補正予

算内容につきまして、御説明いたします。 

補正予算書13ページ、款２総務費、項１総

務管理費、目６企画費の２、政策推進事業で

ございますが、業務委託料としまして６億

4,680万8,000円を計上しております。 

これは、住民のＱＯＬの向上を目標とした

スマートシティの取組みにつきまして、一般

社団法人コンパクトスマートシティプラット

フォーム協議会と連携しまして、付加価値の

創出に向けたデータ利活用や、住民ニーズに

合ったサービスの開発など、本格実装に向け

た取組みを加速させるために要する経費を補

正するものでございます。 

また、６月３日の全員協議会で御意見をち

ょうだいしておりました本事業のスケジュー

ル感に関する資料をお示しさせていただいて

おります。 

資料につきましては、ＳｉｄｅＢｏｏｋｓ

の中にですね、デジタル田園都市国家構想推

進交付金スケジュール案というものをお示し

させていただいておりますので、そちらのほ

うを御覧いただけますでしょうか。 

〇委員長（中川敦司君） 

委員の皆さん、開けましたか。 

総務建設常任委員会のフォルダーの中に入

ってます。 

では、お願いします。 

〇まちづくり創造課長（田中久志君） 

まずですね、事業全体のスケジュール予定

について御説明いたします。 

今回の交付金は、内閣府が所管する交付金

になるわけなんですけども、内閣府のほうに

提出いたしましたデジタル田園都市国家構想

推進交付金の実施計画書はですね、６月中、

今月中をめどに採択結果が出る予定というふ

うに伺っております。 

で、交付決定後につきましては、協議会と

の業務委託契約を進めまして、事業スタート

は、この事業のスタートは、９月以降を想定

しております。 

この資料なんですけども、資料の中では、

今回の事業の主なサービスの内容と、項目ご

とに示しました主なサービスの内容と、実施

スケジュール及び庁内の連携部局というのを

記載しております。 

各サービスの内容につきましては、昨年度

実証実験を行った内容を中心に、またですね、

今年の４月に協議会及び企業から提案があり

ました、提案説明を受けたものを含めまして、

そのあと個別に原課と打合せをしながら作成

したものでございます。 

現段階では、おおむね記載の内容で進めて

いく予定なんですけども、詳細につきまして

は、採択後にさらに原課と企業との打合せを

重ねまして、内容とかスケジュールをもう少

し詰めていきまして、早期にサービス実装で
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きるように進めていきたいというふうに考え

ております。 

また、事業の進捗状況につきましては、こ

れ今の段階でまだこれ予定ということになっ

ておりますので、進捗状況につきましては今

後ですね、適切なタイミングで御報告をさせ

ていただきながら、随時御報告させていただ

きながら進めていきたいと、いうふうに考え

ておりますのでよろしくお願いいたします。 

説明は以上です。 

よろしくお願いします。 

〇委員長（中川敦司君） 

はい、田中都市計画課長。 

〇都市計画課長（田中克生君） 

はい、都市計画課、田中です。 

予算書の15ページをお開きください。 

款４衛生費、項１保健衛生費、目７上下水

道費の中の、上水道事業補助事業につきまし

ては、先ほど、第26号議案で御説明させてい

ただいた和解金、使用料に105万7,000円とな

ります。 

以上です。 

〇委員長（中川敦司君） 

仲村建設課長。 

〇建設課長（仲村晴好君） 

はい、おはようございます。 

建設課の仲村です。 

それでは16ページをお開きください。 

款８土木費、項１土木管理費、目１土木総

務費、２、土木事務事業、11手数料3,000円、

12業務委託料88万円については、本町が訴え

られた裁判が終了したことに伴う弁護士への

報酬等でございまして、その裁判の経過等の

説明をさせていただきます。 

図面を御参照いただけますでしょうか。 

〇委員長（中川敦司君） 

全員協議会の中のフォルダですね、６月３

日付けの。よろしいですか。 

   （発言する者あり） 

〇委員長（中川敦司君） 

そしたらすいません。 

仲村建設課長、お願いします。 

〇建設課長（仲村晴好君） 

本件につきましては、図面に黄色で着色し、

係争地と記載しております吉川地内の土地の

所有権について、当該土地の所有権を主張す

る原告が、当該土地を購入された方、並びに

昭和61年当時に、本土地付近の地図訂正を行

った本町を被告として大阪地方裁判所に訴状

が提出されました。 

訴えのあった地図訂正につきましては、本

町が町道大下線の拡幅整備を行うために、登

記所へ申し出をしたものでございます。 

経過につきましては、その当時、実際の土

地所在と登記所備付けの地図に大きく乖離が

あったため、道路拡幅事業を進めていく上で、

本町が民有地の分筆を行い、買収し、所有権

を取得するといった作業工程の中で、公図と

現地との位置関係が合致しないため、分筆登

記の作業ができない状況が多く確認されてお

りました。 

いわゆる公図混乱地に道路拡幅事業を実施

するため、おのおの土地所有者の承諾を得な

がら、地図訂正の申し出を行ったものであり

ます。 

本件の係争地であった土地は、その道路拡

幅事業を行った際の地図訂正の中に含まれて

おりました。 

原告の訴状内容ですが、本土地について、

過去から所有していると思っていたが、実際

地図訂正後では、違った地番が入り、訂正さ

れた。その後、その地番を購入した者に対し

て、所有権を主張し、並びに、その原因であ

る地図訂正自体が誤ったものであるとの内容

でございました。 

本件は、本町顧問弁護士に委任し、原告か

ら本町に対する請求を棄却するべく裁判を進

めてまいりました。 
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裁判は、令和４年１月17日に弁論が終結し、

令和４年２月３日に判決の言渡しがございま

した。結果は、本町が行った地図訂正申込み

の手続きの方法に何ら問題がなく、正しく行

われていることから、原告からの本町に対し

ての請求を棄却するとの判決をいただきまし

た。 

訴訟の終了に伴いまして、弁護士への報酬

並びに実費分を支払うものでございます。 

説明は以上です。 

〇委員長（中川敦司君） 

田中都市計画課長。 

〇都市計画課長（田中克生君） 

はい、都市計画課の田中です。 

予算書の17ページをお開きください。 

款13災害復旧費、項２公共土木施設災害復

旧費、目２公園施設災害復旧費の１、公園施

設災害復旧費の5,000万のことでございます

けども、これにつきましては、光風台緑地災

害復旧工事に対して増額要因が３点ございま

す。 

１点目は、建設発生土の増加です。 

町の測量結果に基づく設計数量は6,500立

米です。しかし、実際にほぐし量が入り、

7,800立米ほど増えております。 

また、被災現場を見て左側の斜面から重機

が乗り入れるため、その斜面の土砂を切って、

緩やかな斜面にしなければ、施工ができなか

ったことから、その分の土砂と改良材もあわ

せて、3,000立米ほどの増加となっておりま

す。この発生土につきましては５月の議員総

会で御報告したとおり、増えた土砂3,000立

米全て、戸知山に運んでいます。 

２点目は、建設発生土の処理の方法の変更

でございます。 

町の実施したボーリング調査の結果は、粘

土質砂礫ということから、レキ質土と判断し、

改良の必要性は不要と判断し、設計していま

した。 

しかし現場から搬出される土砂を見る限り

水分を含んでおり、レキ質土より混水比の高

い粘性土に近いことから、近隣の宝塚や西宮

の残土処分場からは、粘性土と判断され、受

入れを拒否されています。 

さらに現場では、雨の日も、土砂の搬出を

休むことなく、稼働していたことから、土砂

の改良をしなければ、残土処分場で受入れて

もらうことができなかったため、建設発生土

を改良してから、処分場へ搬入しています。 

３点目は、伐採・伐根の撤去費の追加です。 

現場内の伐採・伐根については、積算上、

共通仮設費の中の準備費の率の中に一定含ま

れていると判断していましたが、大阪府にも

相談したのですが、大きな木も多数あり、幹

周90センチ以上の木90本を追加の対象として

います。 

今後の現場の作業内容ですが、５月末時点

で、高さ５メートル、延長70メートルのブロ

ック積み擁壁はおおむね完了しております。 

残る作業としては、法面の一番下を形成し、

法面保護のための種子吹付を行うことと、被

災現場を見て右側の斜面に鉄筋挿入し、枠組

みを行った後のモルタル吹付工、さらには道

路排水工、舗装工を行えば終わりとなります。 

現在のところ工事完了予定としては、９月

下旬を目標にしております。 

説明は以上です。 

〇委員長（中川敦司君） 

はい、田中まちづくり創造課長。 

〇まちづくり創造課長（田中久志君） 

はい、まちづくり創造課の田中です。 

歳出の説明は以上でございます。 

次に歳入につきまして、御説明申し上げま

す。 

補正予算書10ページ、款16国庫支出金、項

２国庫補助金、目１総務費国庫補助金でござ

いますが、デジタル田園都市国家構想推進交

付金としまして、４億3,120万5,000円を計上
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しております。 

これは、歳出のところで御説明申し上げま

した、政策推進事業のスマートシティの取組

みの推進に係る国庫補助金でございます。 

〇委員長（中川敦司君） 

はい、山内行財政課長。 

〇行財政課長（山内拓君） 

行財政課山内です。 

それでは11ページを御覧ください。 

款19寄附金、項１寄附金、目１一般寄附金

でございますが、歳出のところで御説明申し

上げましたコンパクトスマートシティの整備

にかかるふるさと寄附金を補正するものでご

ざいます。 

款20繰入金、項１基金繰入金、目１財政調

整基金繰入金でございますが、今回の補正に

よる財源調整として増額するものでございま

す。 

次に、目３ふるさとづくり基金繰入金でご

ざいますが、歳出のところで御説明申し上げ

ました、政策推進事業に対して繰入れを行う

ものでございます。 

12ページを御覧ください。 

款23町債、項１町債、目５災害復旧債の１、

公園施設災害復旧事業債でございますが、事

業費が増額となったことに伴い補正するもの

でございます。 

説明は以上でございます。 

よろしく御審議いただき、御決定賜ります

ようよろしくお願いいたします。 

〇委員長（中川敦司君） 

それでは、これより本件に対する質疑を行

います。 

寺脇委員。 

〇委員（寺脇直子君） 

13ページの政策推進事業の、国庫支出金は

４億って書いてるんですけども、ここの内訳

の説明をお願いします。 

〇委員長（中川敦司君） 

はい、田中まちづくり創造課長。 

〇まちづくり創造課長（田中久志君） 

まちづくり創造課の田中です。 

13ページに記載しております６億4,680万

8,000円の内訳でございますが、これは歳入

のほうの内訳を説明させてもらってよろしい

ですか。 

  （発言する者あり） 

〇まちづくり創造課長（田中久志君） 

予算書で言いますと、10ページの総務費国

庫補助金の中のデジタル田園都市国家構想推

進交付金４億3,120万5,000円。これが３分の

２に当たる部分で、それから11ページの一般

寄附金の中のふるさと寄附金でございます２

億1,560万3,000円、これが３分の１に当たる

部分でございます。 

以上でございます。 

〇委員長（中川敦司君） 

はい、寺脇委員。 

〇委員（寺脇直子君） 

今回、このデジタル田園都市国家構想の、

この交付金なんですけども、これは昨年度の

このスマートシティの取組みと、どういうふ

うな事業展開になっていくのかをお伺いしま

す。 

〇委員長（中川敦司君） 

田中まちづくり創造課長。 

〇まちづくり創造課長（田中久志君） 

まちづくり創造課、田中です。 

すいません、答弁の前に、先ほど私回答し

ましたところで１点訂正がございまして、３

分の１のところでふるさと寄附金２億1,560

万3,000円と申し上げましたが、申し訳ござ

いません。11ページの繰入金のほうですね、

款20繰入金、項１基金繰入金のふるさとづく

り基金繰入金の２億1,560万3,000円のほうが

正しいということで訂正させていただきます。

申し訳ありません。金額につきましては、同

じでございます。 
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それで今回のデジタル田園都市国家構想の

交付金を使いまして、スマートシティの取組

み、どういった取組みになるかということで

ございますけども、本日、提出資料でお示し

させていただきましたスケジュールの案のほ

うを御覧いただきたいんですけども、まずで

すね、昨年度なんですけども、令和３年度に

協議会のほうが、総務省の交付金を活用いた

しまして、コンパクトスマートシティのパッ

ケージのほうを作りましたんで、その中で入

っておった事業、その中でやらせていただき

ました事業を中心に、今回は、豊能町にサー

ビスを実装させていこうということで考えて

おりまして、お示しさせてもらっております

事業が今年やっていこうとする事業でござい

ます。 

で、この事業は、昨年度その実験でしたも

のもございますし、これからですね、新たに

やっていこうとするものもございますけども、

こうした事業を中心に、地域の中に、サービ

スを広げていこうというふうに、進めていき

たいというふうに考えております。 

以上です。 

〇委員長（中川敦司君） 

寺脇委員。 

〇委員（寺脇直子君） 

すごく新しい取組みをしてると思うんです

けども、こういう取組みは、全国的にも、ど

うなんですかね、先にやってるような、自治

体はあるんでしょうか。 

〇委員長（中川敦司君） 

田中まちづくり創造課長。 

〇まちづくり創造課長（田中久志君） 

はい、まちづくり創造課の田中です。 

2,021年の11月の10日にですね、第２次の

岸田内閣が発足しまして、その中で成長戦略

の４本柱の１本としまして、このデジタル田

園都市国家構想というのが宣言されまして、

翌日に、そういった構想の実現会議というの

が開催されまして、全国にですね、こういっ

た構想を広げていこうと。 

目的としましては、地方と都市の差を縮め

ていくと、このデジタルの技術を使って縮め

ていくといったもので、この交付金自体はタ

イプ１からタイプ２、タイプ３とあるんです

けども、タイプ１については、もう昨年度か

らですね、全国に展開されておりまして、大

きいところで言いますと、会津若松市ですと

か、福井市ですとかそういったところがやっ

ているんですけども、徐々に広がっていくだ

ろうというふうに考えております。 

で、今回はこの豊能町の場合はタイプ３と

いうことで、タイプ１からタイプ３までのあ

る、タイプ３のところを狙っておりまして、

要は、全国にスマートシティのシンボリック

になるようなものの事業を展開していこうと

いうことで、やろうというふうに考えている

ものでございます。 

〇委員長（中川敦司君） 

寺脇委員。 

〇委員（寺脇直子君） 

今のところ会津とか福井っていうとこが出

ているんですけども、要するにこの豊能町を

フィールドとして実証実験をしていくけれど

も、ひいてはこれが全国的なモデルケースに

なるようなところを目指してるっていうこと

でしょうか。 

〇委員長（中川敦司君） 

田中まちづくり創造課長。 

〇まちづくり創造課長（田中久志君） 

まちづくり創造課の田中です。 

ちょっと、重複するかもわかりませんけど

も、今回のスマートシティにつきましては公

民連携で進めていこうということで協議会を

立ち上げまして、そこには自治体だけではな

くって、企業でありますとか大学等、そうい

ったところと一緒に取組みを進めていこうと

いうことでコンソーシアムをつくってやって



 

13 

いると、このコンソーシアム自体は、もちろ

ん豊能町のスマートシティを進めていくうえ

での企業のソリューション提供というのもあ

るんですけども、一つの目的ではあるんです

けども、もう一つは、国のほうが総務省のほ

うが言うてます、令和７年度までに、その都

市ＯＳといいまして、要はスマートシティで

つながった地域が100地域というのを目指し

ておるんですけども、そういった自治体から

の横展開というのもですね、一つの目的とし

ておりまして、協議会は繰り返しになります

けども、豊能町でのスマートシティのサービ

スを進めていくことと、それから豊能町で実

験したものを、いろんなところに展開してい

くという二つの役割を持っておるということ

で、昨年度やりましたその総務省の予算で

3.2億円でやりました事業はどちらかという

と、総務省が目指してるものですから、横展

開してほしいということで、どうやってスマ

ートシティを進めたらいいかわからへんとい

う自治体のために、パッケージにしまして、

それをそっくりそのまま持って行けばスマー

トシティが展開できるみたいなイメージでつ

くったのが去年の事業です。 

で、今年のデジタル田園都市国家構想とい

いますのは、豊能町の課題に合ったスマート

シティのサービスを展開していくということ

で、これはどこかに持っていくというもので

はなくて、豊能町の課題を解決するために進

めていくというスマートシティの事業になっ

ております。 

以上です。 

〇委員長（中川敦司君） 

才脇委員。 

〇副委員長（才脇明美君） 

才脇です。 

おてつたびの観光、この３月に私、使わせ

てもらったんですけど、とてもよかったと思

います。 

実際に感じたことなんですけど、この横展

開っていうのは、田中さん、ちょっともうち

ょっとね、あんまり横文字使わなくてちょっ

と日本語でお願いしたいんですけど、横展開

っていうのは、どういったことかと聞きたい

のと、この観光と私が一番思ったのは交通な

んですね。愛媛県から東京から来てくれまし

た。しかし、交通の便がなかった。送迎いた

しました。 

その横展開というなら、こういった事の横

展開も考えていただきたいんですけど、具体

的に経験したことをちょっともっと言いたい

んですけど、ちょっとその辺はどうでしょう

か。 

〇委員長（中川敦司君） 

田中まちづくり創造課長。 

〇まちづくり創造課長（田中久志君） 

まちづくり創造課の田中です。 

まず１点目の御質問の横展開というところ

なんですけども、ちょっとこれ例えがいいの

かというのもあるんですけども、今、全国で

地方のほうで地方創生ということで、人口が

どんどんどんどん減少してまして、何とか人

口減少を食い止める策ですとか、いろんな手

だてを打っておるわけなんですけども、ただ、

難しい状況もあるといったところで、地方に

いてもその都会と変わらないような例えば暮

らしができるのであれば、もう少し地方に人

が呼び込めるのではないかというような発想

でデジタル化というのを使いまして、そうい

った技術を使いまして便利にすることで、例

えばそのインターネットとかも今普及してま

すし、地方にいても翌日に何か物が届くであ

りますとか、大きな店はないけどもインター

ネットで注文すれば翌日に物が届くとか、そ

ういった利便性を追求することによって格差

が埋められるのではないかというような発想

なんですね。 

で、その横展開といいますのは、地方のと
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ころにいきますと当然その人口も少ない、要

は職員の数も少ない、それから、使えるお金

も少ないということで、なかなかスマートシ

ティを進めなあかんのはわかってるけども、

どういうふうに進めたらいいかわからないと

か、そういった課題があると思うんです。そ

れを一つの食堂で言いますと単品ではなくっ

て、定食にしまして、一つの定食をつくって、

それをＡ定食Ｂ定食みたいなのをつくりまし

て、選んでもらうというような発想で横展開

というような。 

だから自治体に、スマートシティのある程

度、パッケージをつくって、それをそのまま

そっくりそのまま別の自治体持っていけばそ

こでも使えるよというのが横展開というとこ

ろの趣旨でございます。 

２点目の交通の部分なんですけども、そう

いったところも便利にならないとなかなかお

てつたびで人を呼んでも来ないんじゃないか

というようなところの趣旨だと思うんですけ

ど、今回観光、今回の事業で、観光の部分と、

交通の部分、これどちらもやっていく事業の

中に入っておるんですけども、おてつたびと

いう仕組みは、それぞれの観光資源といった

ものを活用して、例えば何か豊能町で体験し

てもらう、そういったところで関係人口です

ね、よそから来てもらうという関係人口を増

やしていこうという取組みなんですけども、

そこに今回交通の、例えば、ＡＩオンデマン

ドですとか、そういった交通のスマートシテ

ィのサービスと連携して、おてつたびで来て

いただいた人にＡＩオンデマンドに乗っても

らうとか、例えば、あと地域ポイントと連携

して、地域ポイントを使えるようにしてもら

うとかそういったところでですね、データで

連携しながら、より便利に来てもらえるよう

な形でさせてもらおうというふうに考えてい

ます。 

〇委員長（中川敦司君） 

はい、才脇副委員長。 

〇副委員長（才脇明美君） 

才脇です。 

そしたらそのおてつたびという食堂を知っ

てもらうために、農家の方たちにはどういう

ふうに周知するんですか。 

〇委員長（中川敦司君） 

田中まちづくり創造課長。 

〇まちづくり創造課長（田中久志君） 

まちづくり創造課の田中です。 

具体的なですね、進め方でありますとか、

どういった体験イベントをしたほうがいいか

とか、もちろんそれは農家の場合もあります

し、農家以外の場合もあるかと思うんですけ

ども、そういったどういうところを対象にす

るかというのを含めまして、事業採択されま

したら、そこは本当に原課のほうときっちり

詰めていきながら、よりよい形で進めていき

たいと考えています。 

〇委員長（中川敦司君） 

才脇副委員長。 

〇副委員長（才脇明美君） 

これはとても役に立つことだと思うんです、

おてつたびは、農家にとって。だから、お忙

しいと思いますけど、これ、一軒一軒行って

説明してあげたほうが私はいいと思うんです。

そして、アプリでボンボン来るんですけどね、

これ農家の人は多分忙しいから見れないし、

そして見てしまったらもうずっといろんなこ

と書いててね、難しいことばっかり書いてる

んです。 

これをちょっと、このスマートシティは、

進化するって言うてますよね。私が言うとる

のは後進かもわからないですけど、今の現状、

農家の方たちは高齢化で、ちょっと難しいと

思います。だからその辺進化しながら、応対

もしながらやっていってくれたらいいな、完

成形はないと聞いてますので、よろしくお願

いします。 
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〇委員長（中川敦司君） 

はい、管野委員。 

〇委員（管野英美子君） 

管野です。 

アプリなんですけども、とよのんコンシェ

ルジュを３回目入れました。１回目、入れて、

消して。役に立たないから。もういいやろう

と思ったけど消して、今３回目なんですけど、

あまりにも、地域のことを知らなさ過ぎかな

と思うんですね。 

で、協議会に、地域の人とか入ってるんで

しょうかね。例えば、買物に行くときに私た

ち、どこ行くかってもう決まってますよね。

で、買物のアプリのところで、これを見なく

てもＳｈｕｆｏｏ！っていうサイトを見たら、

イオンさんからみんな入ってますし、そこの

ところも、おかしいなと思って。地域のこと

を知らなさすぎ。 

２番目に書いてある見守りなんですけど、

ミマモルメを入っている、今あるものとどう

対応していくのか、ヘルスケアにしても、今

皆さんお名前出して悪いですけども、オカム

ラさんとかビザンさんとかに行ってはります

よね。そことどんだけ連携しているのかとか

っていうのは、ものすごい、今やっているこ

とをこれに切替えてくださいって言っても、

高齢者は無理だと思うんです。そこのところ

どう連携されるのか、お伺いします。 

〇委員長（中川敦司君） 

田中まちづくり創造課長。 

〇まちづくり創造課長（田中久志君） 

まちづくり創造課の田中です。 

まず１点目の御質問のところでですね、地

域のことを知らな過ぎではないかというよう

な御指摘があったと思います。 

これ昨年度に、このとよのんコンシェルジ

ュというデータ連携、要はスマートシティの

サービスを一つのアプリでやろうということ

でとよのんコンシェルジュというのを昨年度

作らしていただいたわけなんですけども、お

っしゃるとおり、まだまだですね、実装とい

うレベルにはなかなかなっていないというの

は認識しております。 

ただこのサービスを今後向上していくとい

うに当たりまして、やっぱり実際に使っても

らわないとなかなか駄目だと思ってまして、

実際使ってもらいながら、たくさんの声を聞

きながらブラッシュアップしていくというこ

とが必要であるのかなというふうに考えてお

ります。 

で、先ほどの説明と重複するんですけど今

年はですね、本当に豊能町の課題に合った形

でサービスを実装していくというのが目的で

ございますので、そういった声をたくさん聞

きながらですね、よりよい形にしていきたい

というのがまず１点です。 

２点目の、見守りとかヘルスケアのサービ

スにつきまして、今あるものとどういった連

携をしていくのかということでございますけ

ども、町内の例えばヘルスケアで言いますと、

町内のオカムラさんですとかそういった薬局

さんとも連携を実際にしておりまして、去年

でしたらイベントに対しましても、オカムラ

さんにも協力をしていただいたというとこも

ございますし、やっぱり、特に高齢者にしま

すと、地域の薬局とは本当につながりが深い

ということも認識しておりますので、当然の

ことながら、全然知らない企業が来て、いろ

んなことをやるというのではなくて、地域の

やっぱり企業さんとも連携しながらやってい

くというのは前提に思ってますし、ヘルスケ

アのところで言いますと、去年ウエラブル、

手に巻くウエラブルのほうの実験でですね、

お配りさせてもらったというのがあるんです

けど、それは今年も継続的にやっていきたい

と考えておりまして、今年は、例えばそのウ

エラブルで個人の健康データみたいなものを

取得して、それでその方に合った、その栄養
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プログラムであったりとか、健康プログラム

みたいなそういった最適なプログラムを、薬

局さんと連携しながらフィードバックしてあ

げるみたいな、そんなところも考えてますの

で、間違いなくそこは連携しながらやってい

きますので、そんな形で進めていきたいと考

えています。 

〇委員長（中川敦司君） 

はい、管野委員。 

〇委員（管野英美子君） 

管野です。 

今スマートバンドのことをおっしゃいまし

たけど、この不公平な300人に配ったという

のは、今、高齢者が昨日9,000人と、小森部

長がおっしゃいましたけど、残りの方にみん

な配るんでしょうか。 

〇委員長（中川敦司君） 

田中まちづくり創造課長。 

〇まちづくり創造課長（田中久志君） 

まちづくり創造課の田中です。 

一気に9,000個ということはなかなか難し

いとは考えております。段階的にはなるんで

すけども、ウエラブルの事業も進めていきた

いということで、去年は300個ということで、

今年度どういう対象にどれぐらい配るかとい

いますのは、今後採択後に、原課のほうと詰

めていきながら考えていきたいというふうに

考えています。 

〇委員長（中川敦司君） 

管野委員。 

〇委員（管野英美子君） 

昨日の総括質疑を聞いていただきましたか。

公平にとか、例えばスマホがなければどうす

るんかっていうのを。 

で、ＡＩオンデマンド。ＡＩオンデマンド

をするときに、例えば隣のおばあさんに私の

スマホで、乗り物を呼んだとしても、そっか

ら図書館に行きはっても、帰りはどうすんね

んということもありますよね。 

だからスマホ配らなくても、管野さん、頼

むわ言うたらやってあげてもいいけど、帰り

は図書館でやってあげるとかね、そういうこ

のスマホを配らないならどうするかとか、Ａ

Ｉオンデマンド交通もそうなんですけど、ア

プリを作ることはよくわかりました。 

ここにも、河内長野とか与那国町、あれ全

部見てきましたけども、すぐに来てくれるの

はいいけど、そのバスと運転する人は、どこ

にお金があるんですか。 

〇委員長（中川敦司君） 

はい、田中まちづくり創造課長。 

〇まちづくり創造課長（田中久志君） 

はい、まちづくり創造課の田中です。 

まず１点目のですね、スマホを持っていな

い方へのフォローというところだったかと思

うんですけど、スマホを持っていない方、今

考えておりますのは、まずは実際にですね、

スマホというものを触ってもらえる機会とい

うのを増やしていきたいなというふうに考え

ています。 

例えばなんですけども、昨年度からスマホ

教室というのをさせていただいてるんですけ

ども、それは今年度も引き続きやっていこう

と考えているんですけども、例えば本当に初

めて触る方だけの教室を開きまして、実際ス

マホというのはこんなんですよというのを触

ってもらいながら、便利やなというのを感じ

てもらいながら、まずはそういった触れる機

会というのを増やしていきたいなというのを、

そういうイメージを持っております。 

また、スマホとかタブレットの貸出しとい

うようなこともあるかと思うんですけども、

そこについては検討していきたいというふう

に考えているんですけども、どうしてもその

実際に使おうと思いますとその家にネットワ

ークがないとか、そういったこともあります

し、期間どうするのかとか経費をどうするの

かとかそういう様々な問題もあるかというそ
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ういった懸念もあるかと思いますので、公共

性というのは十分に理解はしておるんですけ

ども、そういった検討に当たりましては、ス

マホを実際に持っておられる方からの不満等

あってもあきませんので、そこはバランス見

ながらですね、やっていきたいというふうに

考えています。 

それから、２点目の、例えばＡＩオンデマ

ンドを入れたときに、これまで、何時間に１

本かとか、何十分に１本かっていうそのサー

ビス水準が、例えば10分で、ＡＩオンデマン

ドだったら来るよと、そういうサービス水準

を維持していくんだというところでやったと

きに、そういったバスの運転手さんですね、

そういった経費はどこから出るのかというと

こだと思うんですけど、一応今検討しており

ますのは交通事業者、うちでしたら、阪急バ

スさんと、京都タクシーさんの２社なんです

けども、そちらと検討をしたいなと考えてお

りまして、運転手につきましても阪急バスの

運転手、それから京都タクシーの運転手とい

う方々をですね、今のところは考えておりま

す。 

〇委員長（中川敦司君） 

管野委員。 

〇委員（管野英美子君） 

お金はどこから来るんですか。利用者負担

なんですか、実費精算なんですか。 

〇委員長（中川敦司君） 

田中まちづくり創造課長。 

〇まちづくり創造課長（田中久志君） 

はい、まちづくり創造課の田中です。 

ＡＩオンデマンドに乗車いただく際の運賃

は、当然、乗車された方がお支払いしていた

だくものなんですけども、運転手さんの、い

わゆる給料の部分だと思うんですけども、そ

こにつきましては交通事業者が、これまでど

おりですね、交通事業者が支払うというもの

です。 

〇委員長（中川敦司君） 

はい、管野委員。 

〇委員（管野英美子君） 

その利用料金で、運転手さんの給料は賄え

ないでしょ、この人口で。賄えるんですか。 

それと、車は誰が用意するんですか。豊能

町ですか。財政難の。おでかけくんも２台し

か買ってもらえないのに、誰が出すんですか。 

〇委員長（中川敦司君） 

田中まちづくり創造課長。 

〇まちづくり創造課長（田中久志君） 

まちづくり創造課の田中です。 

車両につきましては、今、大阪府さんの補

助事業なんかの検討も、補助事業の活用なん

かも検討しておりまして、いわゆる、今想定

してますのはハイエース、ワゴン車ですね。

ハイエースのようなワゴン車を想定しており

まして、それを、補助事業なんかを活用して、

導入していきたいというふうに考えてます。 

当然ＡＩオンデマンド、今の交通の路線に

プラスアルファで乗せていくというふうにな

りますと、当然運転手が不足してるという中

で、当然賄えないというのも理解しておりま

すし、やっぱりそこはバス路線を全体で見た

ときに、一番最適な方法をとらないといけな

いと思いますので、そこはほかの路線との絡

みを考えながら、一番いい形でＡＩオンデマ

ンドを入れていきたいなというふうには考え

てます。 

〇委員長（中川敦司君） 

秋元委員。 

〇委員（秋元美智子君） 

先ほど寺脇委員がお尋ねしたこの６億

4,680万8,000円のうち、要するに国の交付金

ですね、これは４億３千何がし、で、もう１

個の２億1,500万。これはふるさと寄附金な

のか、それとも基金の繰入金なのかどっちで

すか、ちょっと後から訂正があったような。

たまたまこれ同じ、たまたま同じ金額なのか
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何か、ここから読み取るものがあるのかもあ

わせてお願いします。 

〇委員長（中川敦司君） 

山内行財政課長。 

〇行財政課長（山内拓君） 

行財政課、山内です。 

歳出、企画費の政策推進事業の財源内訳、

その他のところの２億1,560万3,000円ですが、

企業のほうからふるさと寄附金として受けま

して、ふるさと基金のほうに１回積立てをし

まして、ふるさと基金のほうから、基金の取

崩し同額をしまして、ふるさと寄附繰入金と

いうことで、政策推進事業のほうのその他の

財源として充てております。 

以上です。 

〇委員長（中川敦司君） 

秋元委員。 

〇委員（秋元美智子君） 

よくわかりました。なんでかなって、ちょ

っとわからなかったので。 

それでですね、ここにスケジュールが出て

ますね。デジタル田園都市の。今回の６億

4,680万円。あと8,000円につきますけど。こ

れっていうのは、ここの４月から来年の３月

までの、ここのスケジュールに入っている事

業の全てを、これで賄うっていうふうに認識

させてもらっていいのか、このいったい６億

4,680万円が何かがわからないんです。内訳

が。 

ちょっとその説明お願いします。 

〇委員長（中川敦司君） 

田中まちづくり創造課長。 

〇まちづくり創造課長（田中久志君） 

はい、まちづくり創造課の田中です。 

今回の交付金の要件としまして、今年度に、

令和４年度に実装できるサービスが対象にな

っておりますので、お示しさせていただいて

おりますこの資料の項目全てがこの４億の中

に入っておると思っていただいて、間違いご

ざいません。全ての事業を今年度にやってい

くと、いうことになります。 

〇委員長（中川敦司君） 

秋元委員。 

〇委員（秋元美智子君） 

ここにかかる経費が６億ね。っていうこと

は来年の３月までは、これに関する予算は出

てこないって思ったらいいですか。スマート

シティに関する予算は。 

そこはちょっとわからないんで、お願いし

ます。 

〇委員長（中川敦司君） 

田中まちづくり創造課長。 

〇まちづくり創造課長（田中久志君） 

まちづくり創造課の田中です。 

すいません、先ほど４億と申し上げました。

すいません、６億でございます。約６億でご

ざいます。 

冒頭に申し上げましたんですけども、これ

今まだ内閣府のほうに申請を出しておるとい

う状況でございまして、採択のほうはまだ、

受けておらない状況なんですけども、そうい

った状況にはよるかと思いますけども、採択

されればという前提で申し上げますと、今回

の６億の中で今年度はスマートシティの事業

につきましては、進めていきたいというふう

に考えておりますので、今のところはその他

の費用というのは考えておりません。 

〇委員長（中川敦司君） 

秋元委員。 

〇委員（秋元美智子君） 

そうですね。 

ここでいろんな親子のＩＴ体験とか、さっ

きのスマホの勉強会みたいな話してましたけ

ども、そういったことが全て入っていく。こ

れは町がやるんじゃなくて、これをそのまま

そっくり何でしたっけ。何とか協議会のほう

で全部やってくれるという、そういう受け取

り方でいいですか。 
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事業そのものの運営は、協議会でよろしい

でしょうか。 

〇委員長（中川敦司君） 

田中まちづくり創造課長。 

〇まちづくり創造課長（田中久志君） 

まちづくり創造課の田中です。 

そうですね、公民連携でということで、も

ちろん町が主体にはなりますけども、協議会

のほうに業務を委託するというふうな形を考

えておりまして、協議会に一旦業務を委託さ

せてもらって、協議会の中には、もちろん豊

能町もそうですけども、たくさんの企業が入

っておりますので、そういったところと、各

原課のほうですね、打合せをさせていただき

ながら進めていくというようなことを考えて

おります。 

〇委員長（中川敦司君） 

はい、秋元委員。 

〇委員（秋元美智子君） 

これは要望になりますけど、各企業がね、

何をするか、そういった一覧表でもあるなら

ば、出していただけたらとてもわかりやすい

ので、これお願いできますか。 

例えばね、簡単な話、学習会するとか、Ｉ

Ｔ体験するとか、おてつたびのどうのこうの

とか、そういったものは出ますか。 

〇委員長（中川敦司君） 

松本まちづくり調整監。 

〇まちづくり調整監（松本真由美君） 

はい、松本です。 

今後ですね、昨日もお話ししておりました

とおり、進捗状況というのは報告をしていく

というお約束をさせていただいておりますの

で、その中で必要に応じて企業の取組みとか

も報告させていただく形になっていくかと思

います。 

〇委員長（中川敦司君） 

秋元委員。 

〇委員（秋元美智子君） 

そういうことじゃなくて、これを、スケジ

ュール、つまり国に予算を出したときに、も

う何をするか決まってるわけですよね、って

私は思ったんです。これこれこういうことし

ますと。ですからそういったところの一覧表

みたいのは出していただけますよねってお願

いをしてんですが。ちょっとはっきりわから

ないですよね。正直スマートシティがもう一

つ理解できないので。 

このことです。いかがでしょう。 

〇委員長（中川敦司君） 

要は、さらに、このスケジュールがあるけ

れども、さらにもっと細かく示すことはでき

ないかっていうそういうふうな質問ですか。 

田中まちづくり創造課長。 

〇まちづくり創造課長（田中久志君） 

まちづくり創造課の田中です。 

内閣府のほうに申請をさせていただきまし

たときに、企業と初期の段階の打合せは当然

しておりまして、どういう内容で提出しよう

かというところの打合せをさせていただきな

がら、もちろん出してるんですけど、正直申

し上げまして、まだ計画の段階ですので、粗

い、本当にお示しをさせていただいておるよ

うな内容の粗いものでございまして、詳細に

つきましては何度も申し上げておるんですけ

ども、採択後に原課ときっちり詰めていきな

がらもう少し細かいスケジュール感を持たし

ていきながら、進めていこうと考えておりま

すので、そこにつきましては、またですね、

適切なタイミングで、情報提供をさせていた

だきます。また御説明もさせていただきます

ので、今の段階ではこういった状況であると

いうところで御理解いただければと思います。 

〇委員長（中川敦司君） 

秋元委員。 

〇委員（秋元美智子君） 

６億4,680万円の内訳は何ですかって聞い

たとき、どう答えてくださるんですか、これ。
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多分幅が広いから、その土台となる資料くだ

さいってお願いしてるだけなんですが、そん

なに大変ことですか、これ。 

〇委員長（中川敦司君） 

例えば、今の表のアプリとか見守りとかヘ

ルスケアとかそれぞれ項目あるけども、この

６億何がしのお金は、それぞれにどれだけか

かってんのんみたいな、そういうふうな、そ

ういう意味合いのことですかね、質問はね。 

はい、田中まちづくり創造課長。 

〇まちづくり創造課長（田中久志君） 

まちづくり創造課の田中です。 

主なものをそしたら、説明させていただき

ます。この細かい内訳ということでなんです

けども、ちょっと主なものということですい

ません。 

   （発言する者あり） 

〇まちづくり創造課長（田中久志君） 

わかりました。 

そうしましたら、資料ということでござい

ますので、内訳の資料ということでございま

すので、ちょっとお時間いただいてもよろし

いですか。 

〇委員長（中川敦司君） 

一旦休憩しましょうか。 

そうしましたら、ちょっと大分時間たって

るんで、トイレ休憩も含めてちょっと休憩さ

せてもらうんで、再開をそしたら11時15分。

11時15分に再開予定ですので、それまで休憩

お願いします。 

    （午前10時55分 休憩） 

    （午前11時15分 再開） 

〇委員長（中川敦司君） 

そうしましたら、休憩前に引き続き会議を

再開いたします。 

田中まちづくり創造課長。 

〇まちづくり創造課長（田中久志君） 

まちづくり創造課の田中です。 

お時間いただきありがとうございます。 

資料のほうはですね、先ほどＳｉｄｅＢｏ

ｏｋｓのほうにちょっと更新資料を入れさせ

ていただきました。で、御質問ございました

各項目、各内容につきまして内訳というとこ

ろで、今うちのほうから、事務局のほうから

出せるちょっと内訳のほう書かせていただき

ました。ちょっと時間のない中だったので、

資料あんまりちょっと見栄えがよくないです

けども、各項目の連携部局の欄にですね、そ

れぞれの内訳ということで、数字のほうを入

れさせていただいております。今のところこ

ういったちょっと内容で、これのまだ細かい

ところっていうのはちょっと今のところない

んですけども、項目ごとの内訳ということで

ちょっと御理解いただけたらと思いますが、

ちょっと資料のほう提出させていただきます。 

よろしくお願いいたします。 

〇委員長（中川敦司君） 

秋元委員、これでよろしいですか。 

そうしましたら、ほかに質問ありますか。 

管野委員。 

〇委員（管野英美子君） 

管野です。 

交通のことなんですけど、１億1,100万っ

ていうことで、ＡＩオンデマンドやったら、

ドコモさんが開発をされるのかなと思うんで

すけども、その開発の費用と車と、人件費と

内訳はあるんですか。 

〇委員長（中川敦司君） 

田中まちづくり創造課長。 

〇まちづくり創造課長（田中久志君） 

はい、まちづくり創造課の田中です。 

この交通の部分なんですけども、この１億

1,110万円の内訳ということだと思うんです

けども、少々お待ちください、すいません。 

この予算の中で計上して、今のところ本当

にザクっとしたものになりますけども、まず

この予算の中でしようとしておりますのが、

ＡＩオンデマンドを単に入れるというのでは
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なくって、ＡＩオンデマンドは、決められた

その地域の中を、予約があったときに、最適

に運行するというものになるんですけども、

それをやるに当たりまして、台数として何台

が最適かとか、乗降ポイントは何か所が最適

かというような、まず分析をしないといけな

いというところで、まず分析ツールというと

ころの費用を考えております。 

そこが人流分析のツールと交通分析のツー

ルと、そのデータを分析するツールというの

がございまして、それが大体約2,500万円程

度になっておりまして、あとはですね、ハー

ド面で２台を考えておるんですけども、それ

で約2,000万円ほどになっております。 

で、そのほかの費用につきましては、デー

タ連携に関する、先ほど言いました交通と例

えばヘルスケアであったりとか、交通と観光

であったりとか、そういったサービスを連携

させますので、データ連携にかかる費用、そ

れから全体のシステム検証であったりとか、

管理コストであったりとか、そういったもの

が、そのほかの費用になっております。 

主なものはそういったものになってます。 

〇委員長（中川敦司君） 

管野委員。 

〇委員（管野英美子君） 

私が心配してるのはね、昨日の川上議員の

質問でもあったと思うんですけど、国もお金

がないというところで、これをやってみて、

そのあと、町からお金出せませんよね、一般

財源。もう財政調整基金が枯渇するっていう

ときに。このお金がもうなくなったときに、

「あっ、もうＡＩオンデマンドバスは終わり

ます」とか。かつて走っていた巡回バスあり

ますよね。お金がなくなるときが来るわけで

すよ。それでも持続可能とおっしゃるんです

か。私そこがすごく怖いんですね、自分がも

う、歳いって、いざ使わしてもらおうと思っ

たときに、なくなってるような気がするんで

す。だから、車は、このお金で買うんですか

とかっていうことを聞いているわけです。 

で、どこら辺が持続可能なのかね。ちょっ

とざっくりした質問やけども、答えていただ

けますか。 

〇委員長（中川敦司君） 

はい、田中まちづくり創造課長。 

〇まちづくり創造課長（田中久志君） 

はい、まちづくり創造課の田中です。 

交通問題につきましては、本当に大きな課

題だとは思っております。これは、ほかので

すね、このＡＩオンデマンド、ただ単に導入

するというだけではなくって、今、交通でそ

の運行していただいております豊能西線であ

りますとか、その他のデマンドタクシーであ

りますとか、そういった豊能町全体の地域公

共交通をどうしていくのかという問題にも関

わってくるのかなと思っております。で、実

際に、このＡＩオンデマンドの運行に関しま

しては、今のところ、先ほど申しましたけど、

交通事業者のほうで運行してもらおうと考え

ております。 

なので、例えばですけども、豊能西線の全

体の運行の中にＡＩオンデマンドを組み込ん

でいくと。で、組み込むに当たっては、今の

運行形態にただ単にプラスアルファするだけ

では当然コストかかってきますので、そこは

全体最適というところで、交通事業者と調整

を図りながら、持続可能なその運営にできる

ように、運行できるように、やっていきたい

というふうには考えております。 

〇委員長（中川敦司君） 

松本まちづくり調整監。 

〇まちづくり調整監（松本真由美君） 

少し補足をさせていただきます。 

このスマートシティの交通の部分というの

は町の中だけで決めて、これを進めていって

る、まちづくり創造課のほうが進めていって

いるというものだけではなくてですね、一般
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質問でお答えしておりますとおり、三者で勉

強会というのをずっとしております。大阪府

と阪急バスとうちで行ってる勉強会の中で、

赤字をどのように減らしていって、町の一次

交通を、便を減便されたりとか撤退されたり

とかっていうことがないように、そして阪急

バスさんと京都タクシーさんが一緒にお話し

するような機会を持てるような、そこまで、

今来ております。 

で、町の中の交通をどうしていくのかって

いうのは、豊能町の大きな課題でありますの

で、この課題解決をするのに、勉強会ってい

うのはずっと続けながらですね、スマートシ

ティのデジ田の交付金の話も、その勉強会の

中でしておりますし、大阪府もその勉強会に

は参加したいということで入ってきておりま

すので、その辺りは連携していきながら進め

ていこうと思いますので、これがなくなった

後にですね、すぐにその交通が、これはでき

なくて終わっちゃうっていうんではなくて、

これをそのうちの交通の中に一次交通者の方

にも理解していただきながら、入れていけな

いか、そしてリレー便が７月からなくなって、

デマンドタクシーに変わっていきますけれど

も、これ社会実験でございます。これの先に

これがつながらないか、こういうことも考え

ながら進めたいと、このように考えておりま

す。 

〇委員長（中川敦司君） 

管野委員。 

〇委員（管野英美子君） 

でも、今ある課題を解決するためって言っ

たら、才脇委員が質問しましたよね、野間口

とか、牧とかの６時台７時台のバスが無い、

あの人たちは働きに行くのに、余野まで歩い

ていかなあかんっていう、そっちも一緒にや

ってあげなあかんでしょう。 

働きに行くのに、小中はここで学校ができ

たっていうけども、高校へも余野まで歩いて

来なあかんっていう現状じゃないですか。働

きに行って、税金を落としてくれたはんのに、

余野まで歩かなあかんて。そういうことも一

緒に考えてやらなあかんのじゃないですか。 

実証実験って言うけど、そっちのほうが大

事じゃない。西地区はそこそこバスが走って

るし、バス停まで頑張って歩いたら何とか暮

らせますよ。能勢電も走ってるし。 

そういうことは考えられないんですか。 

先に西地区をやりますっておっしゃってま

すけど。 

〇委員長（中川敦司君） 

松本まちづくり調整監。 

〇まちづくり調整監（松本真由美君） 

はい、松本です。 

おっしゃるとおりでして、交通、東のほう

が大事だと考えております。 

で、ＡＩオンデマンド交通の実証実験は、

この交付金使っては西でを想定していますけ

ども、この後、ＡＩオンデマンド交通の実証

を進めていく上で、定点ポイントっていうの

を作りまして、その定点から定点を移動して

いただくんですけれども、ここについては阪

急バスは広域で考えていきたいと言ってます。 

町の中のことを考えるのは行政ですけど、

町以外の広域、例えば、豊能町に隣接してる、

池田、川西、それから茨木ですね。ここの交

通考えるのは、交通事業者ということになり

ますので、この実証を見ながらですね、広域

的にバスの運行をどうしていくのかっていう

のは勉強会の中で阪急バスから検討していき

たい事項としては上がってきております。 

〇委員長（中川敦司君） 

ちょっといいですか、ちょっと関連事項で。 

結局そしたら、このＡＩオンデマンド実証

実験っていうのは、今おっしゃってるように、

今バスも当然あるけども、バスが通ってない

ところを何とか賄えるようにするような、私

はそういう位置づけで考えてるんやけども、
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ゆくゆくそのバスがなくならへんと私は思う

けども、そうなっても、これで何とかカバー

できるというそういうことも何か見据えてい

るような取組みなんでしょうかね。 

松本まちづくり調整監。 

〇まちづくり調整監（松本真由美君） 

はい、協議会の中ではですね、広域に展開

していきたいっていうのを持っていて、そし

て、行政側からすると、うちの町の交通を守

るというところで、話をしています。 

阪急バスとしては豊能町だけではなくてで

すね、川西の大和団地なんかもかなり同じよ

うな町の形態をして減便になっている、猪名

川町のある地区については、もう便が廃止に

なってしまって、違う交通が始まってる。そ

ういうことを見据えて考えていくっていうこ

とになってますので、この実験も含めた上で

ですね、町をどうしていくか、そして町から

外に出ていく方がどれぐらいいらっしゃって

というのは人流分析で今後わかってくるんで

すけれども、それも全て阪急バスと一緒に考

えていく機会にはできると思っています。 

これまでは、阪急バス向いてはお願い事項

が多かった、便を残してほしいという、具体

な意見を示すことなく、残してほしいという

言い方をしてたんですけれども、この人流分

析とかを進めていく中でですね、町として、

これだけの人流が流れているということを示

した上で、正しい町の中の交通、あとは、阪

急バスとしては広域でどうしていくかという

のを検討していただけるのではないかと思っ

ています。 

〇委員長（中川敦司君） 

管野委員。 

〇委員（管野英美子君） 

その人流分析なんですけど、スマホが使え

ない人がいるわけですよ。それが人流分析に

なるんですか。私だったら車を運転できるけ

ども、ニーズ調査みたいなことになるわけで

すよね、それが。そうではないんですか。 

〇委員長（中川敦司君） 

はい、田中まちづくり創造課長。 

〇まちづくり創造課長（田中久志君） 

はい、まちづくり創造課の田中です。 

人流分析のその手法、やり方につきまして

は、ちょっとどういった形でやるのかという

のはいろいろ検討しているところなんですけ

ども、おっしゃるとおり、今、スマホを持っ

てる、スマホを持ってる方の、例えばその、

Ｗｉ－Ｆｉを乗せてって多分基本のオンのま

ま、家ではＷｉ－Ｆｉ使われると思いますけ

ど、家でＷｉ－Ｆｉ使ってるその設定オンの

まま、多分外に出かけるときも、出ると思う

んですね、そういったそのＷｉ－Ｆｉがオン

にする状態やと、拾らうシステムがあったり

とか、いろんなそういう、ドコモさんもいろ

んなシステムを開発されてるんすけど、どう

いうシステムを使うかというのはありますけ

ども、確かにおっしゃるとおり、今の人流分

析の手法としては、スマホを持っている人を

対象にした分析になるかというふうに考えて

ます。 

〇委員長（中川敦司君） 

管野委員。 

〇委員（管野英美子君） 

ＧＰＳがついているスマホだったらそうい

うビッグデータを持っているということです

か。それで、スマホを持ってない人は、利用

できないから、そこの本当のニーズっていう

のはわからないわけですよね、そういう解釈

ですか。 

〇委員長（中川敦司君） 

田中まちづくり創造課長。 

〇委員（管野英美子君） 

はい、まちづくり創造課の田中です。 

はい、人流分析につきましては、おっしゃ

るとおりビッグデータという形になりますの

で、誰がどう動いたということは全然取らな
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いので、いつの何時から何時にだいたいこう

いう動きがあったってビッグデータをとると

いうことですので、スマホを、今の現状では

スマホを持っておられない方の人流分析まで

は、この費用の中には入っていないというこ

とになります。 

〇委員長（中川敦司君） 

はい、秋元委員。 

〇委員（秋元美智子君） 

ありがとうございます。 

まず、ここにあるスケジュール、３月まで

の間に、今回のこれに関するＡＩの関する予

算はもう出ないですよねったら、はいって返

事してたっけ、あれ。 

要するにこれに関するもう予算はないです

よね。これ６億幾らで目いっぱい、３月末ま

でに事業してくださるんですよねっていう質

問したときに、そうだっていうような理解し

てしまったんだけど、いいのかな。 

まずそれが１点。 

〇委員長（中川敦司君） 

田中まちづくり創造課長。 

〇まちづくり創造課長（田中久志君） 

はい、まちづくり創造課の田中です。 

この予算の中でやっていきます。 

〇委員長（中川敦司君） 

秋元委員。 

〇委員（秋元美智子君） 

ということはこれは後どうなるかわかんな

い。例えば公園整備ありますね、都市環境整

備。１億幾ら、結構な金額取ってるので、こ

れである程度の形のものが実現できると楽し

みにしてたらいいですか。公園整備って書い

てあるからちょっとそこをお尋ねします。 

〇委員長（中川敦司君） 

田中まちづくり創造課長。 

〇まちづくり創造課長（田中久志君） 

まちづくり創造課の田中です。 

この公園整備のところにつきましては、い

まのところ光風台の公園ですね、自治会館の

横の公園を想定しておりまして、この公園を

一つ、コンパクトスマートシティパークとい

うところで、ＩＴ化整備をしていこうという

ことです。 

これからそこにつきましても当然、公園担

当部局ございますので、どういった形で進め

るかというのもありますけども、今企業のほ

うから提案いただいてるのは、例えばそのス

マート街路灯といいまして、省エネになって

いる状態での街路灯ですね、一番いいタイミ

ングで点けたり消したりするというようなこ

ととか、あとそこに例えばカメラみたいなの

もつけて見守りと組み合わせるだとか、そう

いった街路灯で、いろんなそのデジタル化を

していこうというようなところとかの提案を

受けたりしておりますので、その部分につき

ましても今年度の実装に向けて進めていきた

いというふうに考えています。 

〇委員長（中川敦司君） 

秋元委員。 

〇委員（秋元美智子君） 

「あー、変わったな」っていう思わせてく

れる事業ってやっぱりＡＩオンデマンドです

かね。公園じゃちょっとピンと来なかったん

だけど、この住民が「あー、変わったな」っ

てはやっぱりこのＡＩオンデマンドですか。 

ちょっとまだほかにこれってのがあるんだ

ったら、ちょっと教えてください。 

〇委員長（中川敦司君） 

田中まちづくり創造課長。 

〇まちづくり創造課長（田中久志君） 

まちづくり創造課の田中です。 

そうですね、金額的にもやはりウエートを

大きく占めてますのが交通の部分になってま

して、やっぱりＡＩオンデマンドが住民さん

の目から見てですね、一番変わったなという

部分であるかなと思います。 

あと、公園の整備、ハード面で言いますと
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公園の整備であったりとか、あと今、７月か

らやろうとしてますデジタル商品券のポイン

ト化ですとか、そういったところになってく

るかな、住民さんが実際に使用していただく

という意味ではそういったところになってく

るかなと思います。 

〇委員長（中川敦司君） 

才脇副委員長。 

〇副委員長（才脇明美君） 

すいません、交通にこだわって申し訳ない

んですけど。人流分析、分析の結果で変わっ

ていくんですかね。例えば、分析されても多

分旧村は、動いてないです、今の時点。卵が

先か鶏が先かの話で、今もう諦めてますので。

分析されても、結果はやっぱり動けへんやん

となると思うんです。本当に困ってるんです。 

それと、旧村は茨木と隣接してるんですね。

茨木と隣接して、もうすぐにも、サニータウ

ンを超えたら、高槻なんですけど、病院にし

ても高槻の日赤病院、私のとこからやったら、

飛ばしたら17分、普通で20分で行けます。だ

から、池田に行くよりも箕面に行くよりも、

混みませんし、信号なんか三つぐらいしかな

いですから本当にその時間で行けるんですよ

ね。 

そのお年寄りがもういけない。行けなくな

るんです。そして子供も、高校生も、関倉行

きたいけど、でも交通がもう朝６時の便、お

昼、夜しかないです。本当に生活して、わか

らないことばかりなんですけど。 

以上です。 

〇委員長（中川敦司君） 

田中まちづくり創造課長。 

〇まちづくり創造課長（田中久志君） 

はい、まちづくり創造課の田中です。 

まず１点目の分析のところなんですけども、

今回のこの予算の中では、光風台地区を中心

に、豊能町の西地区を中心に分析のほうして

いこうというふうに考えておりまして、そこ

で得られた、データですとか知見ですとか、

そういったことについては今後の交通計画に

も当然生かしていくというところで考えてお

ります。 

あと、東地区の交通問題につきましては、

今年度と来年度に交通計画というのを策定し

ていく予定にしておるんですけども、その中

でも、ＯＤ調査といいまして、実際にそのバ

スに乗降してですね、どっから乗ってどっか

ら降りたかみたいな調査ですとか、あとそこ

にどういった目的で乗ってるか、恐らくもう

朝夕でしたら通勤通学が多いと思うんですけ

ど、どういった目的で乗ってるのかというの

もデータをとりまして、その辺を組合せた上

で最適な交通、当然10年後、見据えた上で、

今東地区で言いますと、茨木のほうに下りる

のと、池田、それから千中とありますけども、

箕面もありますけども、そういったところは、

やっぱり全てを残すのか、どこかに集約する

のかってのも含めまして、そういったデータ

をもとに考えていきたいなというふうに考え

ております。 

〇委員長（中川敦司君） 

才脇副委員長 

〇副委員長（才脇明美君） 

10年後でしたらもうここ町ないですわ。本

当に今すぐ、今すぐ。一般質問しましたけど、

提案でもいい、もう一歩一歩。お金使わない、

お金を使うこと私言ってないでしょう。 

〇委員長（中川敦司君） 

松本まちづくり調整監。 

〇まちづくり調整監（松本真由美君） 

田中が申しております10年後は、総合まち

づくり計画の10年後にあるまちの姿です。そ

れまでに、もちろん、まちづくりとして行政

は取り組んでいきますので、事業評価等でも

お示しできると思います。 

10年先のことを見据えて急に何かが、10年

後に起こるわけっていうことはあり得ないと
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思いますので、それまでの間に取り組んでい

く一つが今回この事業だというふうにお考え

いただいたらいいと思います。 

〇委員長（中川敦司君） 

管野委員。 

〇委員（管野英美子君） 

とよのんコンシェルジュのことなんです。

３回目消そうになってますけどもね、３億

2,000万の予算で、今この状態なんですか。 

これから、この１番上のところの、アプリ

開発、ここで、２億何ぼ使って、完成形じゃ

ないけど、なんて言うかな、何にも使えなく

て、最悪その移動のところで電動キック何と

か使おうと思ったらフリーズしてしまうんで

すね。で、またもう消したろかと、アンイン

ストールしたろかと思ったりもするんですけ

ど。 

で、教育って書いてあって、この何か、Ｙ

ｏｕＴｕｂｅに進みますけど、あれ教育委員

会ＯＫなんですか。だれか知らないお兄さん

が、とある男が授業をしてみた。ＹｏｕＴｕ

ｂｅで自習って書いてますけど。あれ見て、

教育委員会はＯＫなんですか。ここに入って

るの。ここをすごく大事やと思うんです。御

返事いただけますか。 

〇委員長（中川敦司君） 

田中まちづくり創造課長。 

〇まちづくり創造課長（田中久志君） 

はい、まちづくり創造課の田中です。 

とよのんコンシェルジュにつきましては、

昨年度の総務省予算を活用しまして、今後ス

マートシティを進めていく、一つのデータ連

携基盤、スマートシティアプリということで

開発させていただきました。で、まだまだで

すね、本当に実装しておるサービスってのは

少ないですから、今の状況であるとなかなか

これは使われへんなというような状況がある

というのも理解をしております。なので、今

年度、なるべく早期にですね、実装できるサ

ービスをコンシェルジュの中に入れ込んでい

って、使えるものにしていきたいというふう

には考えております。 

で、教育委員会の部分なんですけども、ち

ょっとすいませんＹｏｕＴｕｂｅの部分、今

すいませんちょっと、はい、どういったＹｏ

ｕＴｕｂｅだったかなということを、ちょっ

と今すいません、記憶になかったので、また

確認をしておきます。 

〇委員長（中川敦司君） 

はい、管野委員。 

〇委員（管野英美子君） 

それで、これを見て、対象者は誰なんです

か、住民全員なんですか。 

〇委員長（中川敦司君） 

はい、田中まちづくり創造課長。 

〇まちづくり創造課長（田中久志君） 

はい、まちづくり創造課の田中です。 

対象は住民、全ての住民というふうに考え

ております。 

〇委員長（中川敦司君） 

管野委員。 

〇委員（管野英美子君） 

そうやってフリーズするところとか、教育

委員会がＯＫじゃないようなところは消して

おいたほうがいいんじゃないですか。それか、

何ていうんかな、検討中みたいなところもた

くさんあるけども、本当に、今まで３億

2,000万のときは、連携取れてませんでした

よね、各部と。スマートバンドと、３点セッ

トかな。スマートバンドと歩数計とアンケー

ト。ほかの部長さんに聞いたら知らんでみた

いなことを言われてたんで、そこのところも

ちょっとちゃんとして、使わないとか使えな

いものは、今消しておいたほうがいいと思い

ます。 

私も３回目もう消したろかと思いました、

今。 

〇委員長（中川敦司君） 



 

27 

はい、松本まちづくり調整監。 

〇まちづくり調整監（松本真由美君） 

はい、いただいた御意見は丁寧に対応して

いきたいと思います。 

〇委員長（中川敦司君） 

川上委員。 

〇委員（川上 勲君） 

ちょっとこの件に関連はするけども、私の

思いをちょっと言いたいねんけどね。 

これ６億何ぼも金使こうて、デジタル田園

都市とかいうて大層な名前つけてるけどね。

結局、昨日一般質問したようにね、個人主義

のために、個人的な考えのために、この６億

何ぼも使わんなんという、私思い持ってるん

ですわ。やっぱり家庭の中で、家庭の人がま

とまんのが大事やし、その一戸一戸の家庭の

何軒か、10軒か20軒が寄って、その中で、例

えばその中のおばあちゃんがね、買物に行き

たい言うたら、運転できる人がやね、連れて

ったるいうこともできるしね、そういう方向

にね、進んでいったらね、お金もそんだけ要

らんし、その辺の補助だけ、町がしたらやね、

十分こんなスマホとかそんなん使わんでもや

ね、いけると思いまっせ。 

だからね、このデジタルいうのは、そら世

間的に流行っとるから必要かもわからんけど

ね、もう根本的に頭切替えてね、そういうそ

の地域社会を、十分にもっていく、発展して

いく、そういう考え方の方向にね、このお金

を使こうたほうが、ええと思うけどね。そう

と違いまっか。 

〇委員長（中川敦司君） 

松本まちづくり調整監。 

〇まちづくり調整監（松本真由美君） 

川上委員おっしゃるとおりだと思います。 

そこのところはですね、コミュニティとい

うところで考えていかないといけない、地域

共生社会をどうつくっていくかということは

考えていかないといけないということは承知

しております。 

ただ、今回の交付金については、そこのと

ころを示してとれるお金ではなくてですね、

デジタルの活用をすることによって、住民サ

ービスの向上をしていくという部分で出して

いるものですので、どうしてもデジタルのと

ころの説明しか、私たちは今できません。 

ただ、おっしゃってるとおり、そのまちづ

くりの中でですね、どうしても交通弱者とい

う話もあると思います。福祉という話もある

と思います。その辺りは一般質問でも私、お

答えさせていただいてたと思うんですけれど

も、各福祉部局とか、いろいろな部局とです

ね、横連携をとりながら進めていくものだと

いうふうに認識してます。これがまちづくり

だと思っています。 

このまちづくりを進めていく中の各課が令

和４年度にお認めいただいた予算の事業の上

に、このデジタルの部分を載せていって、便

利になる部分については使っていったらいい

なという認識をしておりますので、あくまで

おっしゃってるような地域共生社会なしで、

これだけ進めていくロボットのようなまちが

できるのかという、そういうことではありま

せんので、その辺りは御承知いただければと

思いますので、よろしくお願いいたします 

〇委員長（中川敦司君） 

川上委員。 

〇委員（川上 勲君） 

このお金を使ってね、その一時的なことを

計画やって進んでいっても、こういう金がお

りてこんかっても、今度は、先ほど誰か質問

したようにやね、町の費用で進めていかなあ

きませんわな。だから、金がなかったらでき

ませんやん。だから、一遍何かを作って、ほ

んでチョンやったらええけどね。続けていく

ような事業は、あんまりこう、ちょっと真剣

に考えていかないかん問題やと思いますわ。 

例えばね、希望ケ丘の老人会が、今35名で
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っかな。老人会が。である人はね、希望ケ丘

に老人会ないんかいなと。作ってほしいとい

う人がおったんですわ。せやけど、希望ケ丘

の老人会、35人の老人会あるんですわ。ほん

なら、私的な老人会がね、町がその老人会の

担当かどうか知らんけども、それを希望ケ丘

の老人会やと思ってるにもかかわらずやね、

希望ケ丘に老人会がないという認識の人もお

るんですわ。だからね、やっぱりその地域社

会のね、コミュニケーションいうのはね、こ

れは大事なもんやと思いまっせ。こんなデジ

タルだとか、こんなんするよりも。 

ほんでこの田園都市となっとるねんやった

ら、旧村の田園都市、ここにもやね、やっぱ

り若い人が住めるような家を造るという方向

も必要やと思いまっせ。そうすることによっ

て、人が増えていく。今旧村では調整区域や

から家建てれませんわな、住む家は。だから

その発展せんと思いますわ。やっぱ建てる方

法を考えて、旧村にもね、若い人が住んでい

く、住めるという、やっぱり施策をしていか

ないかんと私は思いますわ。 

それと、もう全然話はちゃうねんけど、担

当課に聞きたいねんけどね、光風台６丁目の

あれ、崩れる初めから完成するまでの総額い

くらぐらいかかってます。 

〇委員長（中川敦司君） 

はい、田中都市計画課長。 

〇都市計画課長（田中克生君） 

はい、都市計画課、田中です。 

令和２年の７月豪雨で崩れる前からであれ

ばですね、トータルで３億5,000万円ほどに

なってしまいます。 

以上です。 

〇委員長（中川敦司君） 

川上委員。 

〇委員（川上 勲君） 

さっき初めに言うたやつは答えいりまへん

から、そういう考えも必要やということをお

願いします。 

で、３億何ぼやね。ほな例えば、昨日か一

昨日か聞いたんね、木を伐採するのに、90本

か70本か聞きましたな。その費用が何ぼや聞

きましたな。その費用もう一篇ちょっと答え

てもらえまっか。 

〇委員長（中川敦司君） 

田中都市計画課長。 

〇都市計画課長（田中克生君） 

都市計画課、田中です。 

委員御質問の件の、今回の5,000万増額す

るうちの、３点目として御報告させていただ

きました木の伐採のほうですけども、諸経費、

入れますと、385万ほどとなってしまいます。 

〇委員長（中川敦司君） 

川上委員。 

〇委員（川上 勲君） 

385万割る90本か。１本なんぼつきます。 

〇委員長（中川敦司君） 

田中都市計画課長。 

〇都市計画課長（田中克生君） 

都市計画課、田中です。 

４万2,000円ほどになります。 

以上です。 

〇委員（川上 勲君） 

そうでっしゃろ。 

木、１本切んのにね、４万何ぼかかりまん

ねん。４万まんぼ。これ、木を切る専門の人

が、一本切って処理するまでね、これ４万何

ぼありまんねや。１本だけでっせ、切んの、

１日に。こんな高いね。高いと思いまへんか。

だからね、世間ではね、役所単価と民間単価

は、役所単価は倍や言うて世間は、我々の世

界はそうなってまんねんけどな。４万なんぼ

て、ちょっと高いと思いまへんか。 

〇委員長（中川敦司君） 

田中都市計画課長。 

〇都市計画課長（田中克生君） 

都市計画課、田中です。 
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造園集計という歩掛がございまして、その

歩掛…。 

   （発言する者あり） 

〇都市計画課長（田中克生君） 

私は官のほうの積算をしておりますので、

間違った言い方かもわかりませんが、適正な

価格だというふうに認識します。 

以上です。 

〇委員長（中川敦司君） 

川上委員。 

〇委員（川上 勲君） 

私はもう、むちゃくちゃ高いと思いますわ。

それにつけて、その残土処分から何からもね、

ほとんどもう倍ぐらいの単価ですわ。それが

３億何ぼや。半分にしたら２億以内で収まり

まんねん。そういうことをやっぱり、ちょっ

と役所の人も、全体に考えてやね、していか

んと、今後、金ないのに余計金無いようにな

りまっせ、ということですわ。 

以上です。 

〇委員長（中川敦司君） 

田中都市計画課長。 

〇都市計画課長（田中克生君） 

都市計画課、田中です。 

川上委員も、御存じのとおり、官の単価の

経済調査会とか、民間の平均値の単価を採用

しておりますので、基準といいますと国の基

準とか、大阪府の基準を採用して積算してお

ります。 

確かに民間の単価ベースでいきますと、格

差はあるとは思いますけども、あくまでも設

計は標準平均単価でしておりますので、官仕

様の。答えになってないかもわからないです

けど、すいません。 

以上です。 

〇委員長（中川敦司君） 

結局そういう基準の数値があって、そのと

おりに積算で計算してるからあの金額になる

んですと。高かろうが安かろうが、これが出

した金額ですっていうことですね。 

すいません、今もうそっちのほうに行きま

したけども、このデジタル田園都市の件で、

いいですか。 

秋元委員。 

〇委員（秋元美智子君） 

このデジタルね、この後、持続的に行くよ

うに、補助金はなくてもいけるようにって、

たしか今さっきまで説明しかけたんですけど、

そういう計画ですよね。ですよね。それの町

のポジションはどこになるんですか。 

そこまで考えられてるのかどうかだけお尋

ねします。 

〇委員長（中川敦司君） 

松本まちづくり調整監。 

〇まちづくり調整監（松本真由美君） 

松本でございます。 

今回のデジタル田園都市国家構想推進交付

金というのは、今ある令和４年度の事業にス

マホのエキスを入れていって、進められない

かどうかということを、各部局と連携しなが

ら進めていく。その連携の間取りをして、ま

ちづくり全体を見ているのはまちづくり創造

課です。 

ただこの中については、今後はもちろんま

ちづくり創造課のほうも認識のもと進めてい

ってはいただくんですけれども、各連携部局

と書いておりますところが、企業が持ってき

たメニューをどういうふうに使っていくか、

一番活用するのは、どの部分がいいかという

ようなことを検討していくのは、各部局でご

ざいますので、そういう意味では、各一つ一

つの項目については、連携部局と一緒に進め

ていくということになると思います。 

〇委員長（中川敦司君） 

寺脇委員。 

〇委員（寺脇直子君） 

１点確認したいんですけれども、去年はパ

ッケージとか横展開ということで、先ほどこ
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のデジタル田園都市の今回の分は豊能町の課

題に取り組むということで、豊能町が主体と

なってやっていくということなんですけども、

その企業との連携において豊能町が主体とな

ってやっていくってのは去年とどういった違

いがあるのか。 

〇委員長（中川敦司君） 

田中まちづくり創造課長。 

〇まちづくり創造課長（田中久志君） 

まちづくり創造課の田中です。 

このスマートシティの取組みにつきまして

は、もちろん主体は町であるというふうに認

識しております。 

主体は町であるんですけども、今までの技

術ではなくて、今回も新たなデジタルという

技術を使うということなので、それは公民連

携でやっていこうということで、協議会とい

うコンソーシアムをつくりまして、進めてい

こうということなっておりますので、どちら

もですね、去年も今年も、主体はもうあくま

でも町であるというふうに考えております。 

〇委員長（中川敦司君） 

はい、才脇副委員長。 

〇副委員長（才脇明美君） 

また、ぶり返してすみませんけど、旧村の

方は諦めてるんです。人口も少ないし、しゃ

あない、しゃあないねんと。しゃあないねん、

もういいねんと。田舎って大体ね、川上さん、

田舎の家って大体、母屋と離れと蔵と三点セ

ットなんです。だから、若いもんが住むんで

す。今まで住んできたんです。敷地もあるん

です。でも何でみんな流れていくかというた

ら、交通なんです。その点だけ、東東ばっか

り言うて申し訳ないですけど、もう西の人が

人口が多いって、多いからしょうがないねん、

しょうないねんって、もういいねんと言って

ます。でも、そのことだけ、とめておいてく

ださい。 

〇委員長（中川敦司君） 

ちょっと１点私のほうからよろしいですか。

この件に関してね。 

これはあくまでも、このいろんなサービス

を、このデジタル化でやっていくための形を

作っていくっていう、そのような位置づけで、

今度これができ上がりましたと。そうしまし

ても、結局ずっとこれから続けていくことに

なるんだろうけども、それのランニング的な

費用というのはどんなふうに考えておるんで

すか。それは、今現状あるいろんな取組事業

あってそれがここに入っていくみたいな私イ

メージしてたから、通常今の予算とかに含ま

れているその事業の費用が、これの運営費い

うかね、そういったものに充当されていくっ

ていうふうな、そんな考え方になるんかなと

思ってるんやけどその辺りどうなんでしょう

か。 

田中まちづくり創造課長。 

〇まちづくり創造課長（田中久志君） 

はい、まちづくり創造課の田中です。 

ランニング経費の部分なんですけども、６

月３日の全員協議会の中でもですね、御説明

をさせていただきましたとおり、当然交付金

がとれるものにつきましては、交付金、国の

ですね、交付金なんかをとってやっていくと。

当然交付金もいつまでもあるわけではないの

で、どっかのタイミングで自立していかない

といけないということなんやと思うんですけ

ど、それは、協議会の中で、その運営できる

仕組みというのを、ビジネスモデルというの

を検討しておりまして、データ連携をした際

の利用料でありますとか、あとはサービスを

使った方の利用者側の利用料でありますとか、

そういったものを原資として、協議会の中で

そういったものを回していきながら、町のほ

うにも還元してもらうというようなサイクル

で仕組みでやっていきたいなと。 

なので交付金が切れた後も、自立できるよ

うな仕組みを考えながらやっていきたいとい
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うふうに考えてます。 

〇委員長（中川敦司君） 

ということは自立できるってなってくると、

場合によってはその価格が、現状の価格では

ちょっと、収支合わんからちょっと値段上げ

なあかんな、とかいうそんなふうなこともあ

りうるんですか。 

田中まちづくり創造課長。 

〇まちづくり創造課長（田中久志君） 

はい、まちづくり創造課の田中です。 

ＣＳＰＦＣの協議会は、豊能町だけの協議

会ではなくって、横展開というところを何度

も申し上げてるんすけども、横展開というと

ころでいろんな自治体の協議会でもあるとい

うところで、協議会全体で、そこは考えてい

ただけるというなことも聞いておりますし、

あくまでも豊能町だけを見るのではなくてス

ケールメリットといいますか、広く見ていく

というようなことも聞いておりますので、そ

こはなるべく、もうその費用が上がらないよ

うな形で考えていきたいとは考えています。 

〇委員長（中川敦司君） 

これ結局、豊能町でもってつくられた、各

その項目のね、事業ありますよね。これがで

き上がりましたと。そうしましたら横展開い

うことで例えば北海道でも使えるだろうし、

東京でも使えるだろうしみたいなことで、そ

のままそっくりそのままほかの地域でも何か

使えるみたいな私そんなふうな感覚でとらえ

たんですけども、それでよかったんですかね。 

田中まちづくり創造課長。 

〇まちづくり創造課長（田中久志君） 

はい、まちづくり創造課の田中です。 

実際にですね、この協議会の中に今、現状

でも茨城県の笠間市さんですとか、福井県と

かですね、そういった自治体も協議会の中に

入っております。 

したがいまして豊能町で得られた知見とい

うのは、当然福井県とか、その協議会の中の

笠松市であるとかそういった自治体にも、横

展開ということで展開していくものだという

ふうに考えています。 

〇委員長（中川敦司君） 

そうしましたらちょっと戸知山のときにも

私言わしてもらったけど、豊能町が一生懸命

やったことで、ほかの地域も恩恵被るんやっ

たら何かうちに何かちょっとお金もらわれへ

んのかなと。豊能町頑張ったんやからその分

ちょっとほかの地域で運用してもらえるんや

ったら、ちょっとね１項目当たり1,000万と

かなんかそんなお金、１団体当たり1,000万

もらうとか何かそんなようなことはできへん

のですか、うち頑張ったんやからね、初期的

に。 

その辺はどうなんですか。 

田中まちづくり創造課長。 

〇まちづくり創造課長（田中久志君） 

はい、まちづくり創造課の田中です。 

そういった仕組みができるのかできないの

かというのも含めまして、今後検討というこ

となんですけど、企業も今回のこの事業につ

きましても、３分の１は企業版ふるさと納税

ということで、企業のほうからですね、ふる

さと納税という形で納税させていただいたも

ので実施していくということもございますの

で、そういったトータル的に考えて、町にな

るべく負担のかからないような形では考えて

いきたいなと考えています。 

〇委員長（中川敦司君） 

負担がかからないというよりも、何か豊能

町が儲かるようにね、何かしていってもらえ

たらありがたいな。まあ、自治体やから儲か

るのはどうかと思うけども、そんなふうにね、

私はしてもらいたいなと思います。 

はい、秋元委員。 

〇委員（秋元美智子君） 

今のやりとり聞いてて確認したいんですけ

ども、国庫補助金がなくても維持できるシス
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テムね。さっき質問したときに、それは各課

でっていうふうな、各部局でっていうのは、

おありだったと思うんですけど、その認識で

いいんですか。 

平気かなってちょっと思ったんで。 

〇委員長（中川敦司君） 

仙波総務部長。 

〇総務部長（仙波英太朗君） 

おはようございます。 

各課でというのは、この要は、こういうふ

うに事業を今後、書いてある課が検討して進

めていくと。これをずっと進めていったとき

に、ここにあることっていうのは、要はもう

町の課題ばっかりであるんで、恐らく今後も

こういうことが必要になっていくであろうと。

その課の中で検討した結果、このシステムが

どうしても必要になっていく。その際に、も

し仮に町の経費が必要となるというふうに、

将来的にもしなってしまった。今、田中が申

し上げたように、民間の力を活用してとか、

そういった場合もあるんですけども、もしか

して、町が経費を負担する必要が出てくる場

合、その場合については、今の当初予算の編

成と同じような形になるんですけれども、そ

の事業に対する費用対効果を検証して、なお

かつトータルの予算も検証した上で、例えば

この予算をつけたから、その代わりこの業務

がこういうふうになって、例えば、節約ばっ

かりじゃないんですけども、住民さんのサー

ビスが向上する、経費が減る、そういったメ

リットがあれば、当然予算化っていうことに

はなっていくかと思っております。 

ただ、ここに書いてあることっていうのは

課題、全部町が抱える課題ばっかりですので、

将来的にこういう形の実装ができればってい

うふうに現時点では考えているところでござ

います。 

〇委員長（中川敦司君） 

秋元委員。 

〇委員（秋元美智子君） 

そんな難しい話じゃなくてね、この実装計

画・運営計画の中のビジネスモデルの経費負

担分とありますよね。この、何でこういうふ

うに赤がこうぐるぐると回ってるかっていう

と、今後の国庫補助金がなくても維持できる

システムですよと。あのとき説明されてまし

たよね。 

ですから、ここの豊能町のキーポイントは

どこですかって質問なんです。 

これ私聞いたとき、各課って聞いたから、

あーそうなんだなと思って、何かお話聞いて

ちょっと違うように思ったので。実装計画・

運営計画のビジネスモデルの経費負担分です

ね。そういう質問です。今後、こうなったら

ああなったらじゃなくて、要するに、国庫補

助金がなくても維持できるシステムをきちっ

と責任持っていくのはどこですかっていう質

問です。 

〇委員長（中川敦司君） 

田中まちづくり創造課長。 

〇まちづくり創造課長（田中久志君） 

まちづくり創造課の田中です。 

サービスを実際にどういうサービスを、地

域の中に実装していくか、課題を解決してい

くかということにつきましては、各原課とで

すね、企業とが進めていくということなんで

すけど、ただこのスマートシティ全体を見た

ときに、当然、ランニング経費というのがか

かってくる。これは当然でございます。 

そのランニング経費を、やっぱりせっかく

スマートシティやったのに、もうランニング

経費が賄えなくなったらもう終わりというこ

とは、これやっぱ一番やってはいけないとい

いますか、ならないようにしないといけない

ということだと思ってますので、一応、その

仕組みとしてはこういう、全協資料でお示さ

せてもらいましたこのビジネスモデル、費用

がグルグル回りまして豊能町に実際それが返
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ってくるようなビジネスモデルをつくって、

このスマートシティの事業全体を回していこ

うという考え方になっております。 

〇委員（秋元美智子君） 

でもそれが本当にそうなってるかどうかチ

ェックしてる担当者はどこですかって質問し

たけど言葉足らずだったかもしれない。 

各課っておっしゃったから、へえーと思っ

てたんですが、実際それどこなんです。 

〇委員長（中川敦司君） 

田中まちづくり創造課長。 

〇まちづくり創造課長（田中久志君） 

はい、まちづくり創造課の田中です。 

すいません、説明がちょっと不足しており

ます。あの全体を把握をしてですね、このス

マートシティ全体を把握して、この仕組みが

正しいかどうか、正しくできてるかどうかと

か、そういった部分につきましては、まちづ

くり創造課のほうでしていくものだろうと考

えてます。 

〇委員（秋元美智子君） 

  だろうじゃなくてね、責任ですよ、これ。

だろうじゃ困っちゃうけど。まちづくりです

ね。はい。 

〇委員長（中川敦司君） 

はい、管野委員。 

〇委員（管野英美子君） 

中川委員長がおっしゃったように、儲かる

仕組みみたいなんですけども、アプリの権利

はどこにあるんですか。企業ですか、豊能町

ですか。 

〇委員長（中川敦司君） 

田中まちづくり創造課長。 

〇まちづくり創造課長（田中久志君） 

まちづくり創造課の田中です。 

アプリ自体は協議会になります。 

〇委員長（中川敦司君） 

管野委員。 

〇委員（管野英美子君） 

そしたら、よそで使うときは、何割か豊能

町に入ってくるということではないんですか。 

〇委員長（中川敦司君） 

はい、田中まちづくり創造課長。 

〇まちづくり創造課長（田中久志君） 

はい、まちづくり創造課の田中です。 

アプリは先ほど説明しましたように協議会

なんですけども、そのアプリを使われる利用

者が支払う利用料ですとか、それから、アプ

リの中にあるサービスを運営している企業が、

ほかのサービスのデータを利用する場合、デ

ータ連携で利用する場合の利用料ですとかが、

協議会のほうに入るわけなんですけども、そ

の入った利用料が豊能町のほうに返ってくる

と、いうものになってます。 

だから、アプリを、例えばそのほかの自治

体が使ったから豊能町に幾らもらうというこ

とではないんですけども、協議会全体として、

全体としてそういう仕組みをつくろうという

ことです。 

〇委員長（中川敦司君） 

管野委員。 

〇委員（管野英美子君） 

全体の約束事、口約束って言うてはったけ

どね、こっちではね。 

それは契約なんですか、覚書を交わしてい

るんですか、契約ですか。 

〇委員長（中川敦司君） 

田中まちづくり創造課長。 

〇まちづくり創造課長（田中久志君） 

まちづくり創造課の田中です。 

あの協議会とは、公民連携でスマートシテ

ィを進めていくための協定ですね。契約では

ないんですけども、協定を結ばせていただき

まして一緒に連携してやっていこうというこ

とで進めております。 

〇委員長（中川敦司君） 

寺脇委員。 

〇委員（寺脇直子君） 
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先ほど豊能町が儲かる仕組みっていうのは、

ただ豊能町実証実験の場として、実証実験の

フィールドで使いましたっていうだけで、何

か終わってしまったら何か本当にもったいな

いんで、やっぱり何かしら豊能町に還元され

るっていうところは、協議会のほうともしっ

かりちょっと話、ただフィールドとして使っ

てくださいだけじゃなくてね、何か豊能町が

儲かるというか、メリットがあるような形で

ちょっと協議会と話してほしいと思います。

これ要望です。 

ちょっと質問が変わるんですけども、光風

台の六丁目の質問していいですか。 

〇委員長（中川敦司君） 

ちょっと待って。 

その前に、このコンパクトシティかな、こ

の件に関してもう質問よろしいか。 

   （「なし」の声あり） 

〇委員長（中川敦司君） 

なければ、光風台の件に移りますね。 

はい、じゃ、お願いします、寺脇委員。 

〇委員（寺脇直子君） 

今回、5,000万増額している建設発生土が

増えたということ、いろんな増額理由を説明

してもらったんですけども、これ今回地方債

で対応されてますよね。 

で、９月下旬に完了予定ということなんで

すけども、今回のような、また、いろんなこ

とが起こって、また増額になるとか、工事の

予定がずれてくるとかいうようなことはない

んでしょうか。 

〇委員長（中川敦司君） 

田中都市計画課長。 

〇都市計画課長（田中克生君） 

はい、都市計画課、田中です。 

請負業者とも、話をしている中で、あと残

っている工事の内容からは、変更が生じる工

種はもうほぼないというふうに考えておりま

す。 

以上です。 

〇委員長（中川敦司君） 

よろしいか。ほかありませんか。 

なければ、私のほうからよろしいですか。 

例の粘土質のやつで、材質を変えてから、

もっぺん運び出さなあかんっていうそういう

作業がありますいうて、説明をしていただき

ましたけども、そこの粘土質をいい形にして

持ち出すために、何か物を混ぜなあかん言う

てましたよね。 

それを入れることによって、実際土の量は

こんだけやけども、その材料を入れるとさら

にこんだけになりますという、そういうふう

な数値はあるんですか。 

田中都市計画課長。 

〇都市計画課長（田中克生君） 

はい、都市計画課、田中です。 

建設発生土の中に改良材を混ぜ込みますの

で、その改良材の重さというのは加算されて

いきます。 

以上です。 

〇委員長（中川敦司君） 

それって、どれぐらいの数になりそうなん

ですか。 

田中都市計画課長。 

〇都市計画課長（田中克生君） 

はい、都市計画課、田中です。 

計算上ですけども、土１立米に対して、80

キロの改良材を加えております。 

以上です。 

〇委員長（中川敦司君） 

キロで今重さでおっしゃいましたけども、

実際土を受け入れる側は、重さではかる、そ

れとも量でしたっけ、どちらなんですかね。 

田中都市計画課長。 

〇都市計画課長（田中克生君） 

都市計画課、田中です。 

処分場ではカンカン伝票をもらいますので、

カンカンのときは重さをはかります。 
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以上です。 

〇委員長（中川敦司君） 

ということは、今、１立米あたり80キロが

加算されたとしても、実際は、さほどの重さ

じゃないいうことやね。もともとの土の重さ

からしてみると、そういうことですかね。 

田中都市計画課長。 

〇都市計画課長（田中克生君） 

はい、都市計画課、田中です。 

委員おっしゃるとおりです。 

〇委員長（中川敦司君） 

ほかよろしいか。 

この光風台。ないですか。 

   （「なし」の声あり） 

〇委員長（中川敦司君） 

はい、じゃ光風台の件はこれで、ほかの項

目で、ありますか。 

もうないですか。 

   （「なし」の声あり） 

〇委員長（中川敦司君） 

はい、じゃ、質疑を終結していいですか。 

   （「異議なし」の声あり） 

〇委員長（中川敦司君） 

はい、質疑終結いたします。 

これより討論を行います。 

ありませんか。 

   （「なし」の声あり） 

〇委員長（中川敦司君） 

じゃ、討論を終結いたします。 

これより採決を行います。 

本件は原案のとおり可決と認めることに賛

成の方は挙手をお願いします。 

    （全員挙手） 

〇委員長（中川敦司君） 

はい、挙手全員ですね。 

よって、第27号議案は原案のとおり、可決

となりました。 

以上で本委員会に付された案件は全て終了

いたしました。 

続きまして、その他について委員間ですね、

委員間討議を行う項目として何かございます

でしょうか。 

管野委員。 

〇委員（管野英美子君） 

全員協議会のその他事項で説明いただきま

した戸知山の自然災害リスク制御システム実

現に向けての実証実験を、常任委員会もしく

は議員全員で視察に行きたいと思うんですが、

いかがですか。 

〇委員長（中川敦司君） 

今、戸知山の実証実験ですかね、あそこの

現場を視察してはどうかという意見が、今管

野委員からございましたけども、ほかの委員

の方はどう思われますか。 

   （「賛成」の声あり） 

〇委員長（中川敦司君） 

はい、賛成という声が多いので、そしたら

やる方向にさせてもらいましょうか。 

これを、やるとなったらまた、坂田部長の

ところとのやりとり必要ですけども、またち

ょっとそういう声ありますがそれは大丈夫で

すか、そういうこと今やりたいな言うてます

けども。 

坂田都市建設部長。 

〇都市建設部長（坂田朗夫君） 

はい、都市建設部、坂田です。 

今ちょっと戸知山の上がり口のほう、去年

度から繰越した舗装工事なり場内排水の工事

を繰越しして今やっておる最中でして、ちょ

っと車で、本来は全部出来上がってからした

かったんですけど、ちょっとその辺がありま

すので、ちょっと調整池の手前で、皆さん車

降りていただいて、ただ歩いていっていただ

くことになりますけど、それでもよろしけれ

ば、大丈夫かと思います。 

〇委員長（中川敦司君） 

よろしいか、委員の皆さん、いいですね。 

   （「異議なし」の声あり） 
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〇委員長（中川敦司君） 

その方向で、また、スケジュールの日程等

をまたね今後検討させていただきますので、

よろしくお願いいたします。 

ほかにないですか。 

   （「なし」の声あり） 

〇委員長（中川敦司君） 

はい、なければ、以上で本委員会を閉会し

たいと思います。 

これに御異議ございませんか。 

   （「異議なし」の声あり） 

〇委員長（中川敦司君） 

はい、異議なしと認めます。 

よって、本委員会は閉会することに決定い

たしました。 

これで本日の会議を閉じます。 

本委員会の閉会に当たり、町長から挨拶が

ございます。 

塩川町長。 

〇町長（塩川恒敏君） 

本日はありがとうございます。 

委員の皆さんの疑問点、それから御意見、

このものにつきましても、我々の中で、しっ

かりと調整し、しっかりと広報をしていきた

いと思います。 

それと同時に今後の進行につきましても、

しっかりと御説明する機会が今まで少なかっ

たというところも反省をしておりますので、

それらも含めて、今後一緒になって進められ

るように、ぜひ、よろしくお願い申し上げま

す。 

本日はありがとうございました。 

〇委員長（中川敦司君） 

ではこれをもちまして総務建設常任委員会

を閉会いたします。 

どうもお疲れさまでございました。 

 

    午後０時16分 閉会 
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